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第４期玉名市教育振興基本計画 
（令和７年度～令和 11 年度） 

関連計画 

・第２次玉名市学校規模・配置適正化基本計画   ・玉名市公共施設適正配置計画 

・玉名市小中一貫教育推進計画    ・玉名市学校教育情報化推進計画 

・玉名市学校施設長寿命化計画    ・玉名市スポーツ推進計画 

・玉名市公共施設個別施設計画    ・玉名市文化振興基本計画 

・第２次玉名市環境基本計画    ・第４次玉名市男女共同参画計画 

・第４次玉名市情報化推進計画    ・第４次玉名市食育推進計画 

・第２次玉名市人権教育・啓発基本計画   ・玉名市こども計画 

○文部科学省 

第４期教育振興基本計画 
（令和５年度～令和９年度） 

 

○熊本県 

くまもと新時代教育大綱 
（令和６年 12 月） 

第４期熊本県教育振興基本計画 
（令和６年度～令和９年度） 

国・熊本県の計画等 第２次玉名市総合計画 
（平成 29 年度～令和８年度） 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本市では「教育基本法」に基づき、教育の振興方針と施策の体系を示し、市全体での教育振興を図

るため、令和２年度～令和６年度を計画期間とする「第３期玉名市教育振興基本計画」（以下、「第３期

基本計画」という。）を策定し、「生涯を通じて未来を拓く 地域と国際社会に貢献する『かがやく』人づ

くり」を基本理念として、取組を進めてきました。 

このたび、第３期基本計画の最終年度を迎え、国の「第４期教育振興基本計画」（令和５年度～令和

９年度）の内容を踏まえるとともに、第３期基本計画の評価やこれまでの成果と課題、本市の教育を取

り巻く情勢に基づいてその内容を見直し、新たに「第４期玉名市教育振興基本計画」（以下、「本計画」

という。）を策定しました。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、長期的な展望に立って本市の教育が目指す方向や推進する施策を示したものであり、

「教育基本法」第17条第２項の規定に基づく「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」とし

て策定しています。策定にあたっては、国の「第４期教育振興基本計画」や県の「くまもと新時代教育大

綱」（令和６年12月）や「第４期熊本県教育振興基本計画」（令和６年度）、その他国・県の関連計画

を参酌するとともに、本市の市政運営の基本的な指針である「第２次玉名市総合計画」（平成29年３

月）をはじめ、関連する計画との整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

３ 計画の期間 

令和７年度から令和11年度までの５年間を、本計画の計画期間とします。 

 

 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

玉
名
市 

          

第２次玉名市総合計画 

基本構想 
（平成 29 年度～令和８年度） 次期計画 

(令和９年度～) 
後期基本計画 

（令和４年度～令和８年度） 

          

第３期計画 
第４期玉名市教育振興基本計画 

（令和７年度～令和 11 年度） 

次期計画 
（令和 12 年度～） 

          

国 

          

第４期教育振興基本計画 
（令和５年度～令和９年度） 

次期計画 
（令和 10 年度～） 

          

熊
本
県 

          

第３期 

熊本県 

教育振興 

基本計画 

第４期熊本県 
教育振興基本計画 

（令和６年度～令和９年度） 

次期計画 
（令和 10 年度～） 
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第２章 教育をめぐる情勢 

１ 社会情勢の変化 

（１）人口の減少と少子高齢化の進行 

我が国の総人口は平成20年をピークに減少に転じており、人口減少社会が到来しています。同時に、

急速な高齢化が進行しており、総人口に占める65歳以上人口の割合は世界で最も高くなっています。

人口の減少と少子高齢化の進行に伴う人口構造の変化により、地域活力の低下や経済活動の停滞、

労働力不足等が懸念され、若い世代にも将来への不安感が広がっています。 

このような状況の中、社会の活力を維持・発展させるためには、質の高い教育により一人一人の能力

や創造性を伸長させていくことが急務となっています。 

また、長寿化が進展する人生100年時代を見据え、すべての人のウェルビーイング1の実現のために

も、生涯学び、活躍できる環境の整備が求められており、生涯学習の重要性も一層高まっています。 

（２）技術革新・グローバル化の進展 

近年、AI（人工知能）や、ＩoＴ（モノのインターネット）2といった先端技術の発展が急速に進んでおり、

我が国が目指す未来社会のコンセプトとして「Society5.03」が提唱されています。 

教育においても、ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末の環境が実現し、学校におけるＩＣＴ環境の

整備は飛躍的に進展しました。 

また、グローバル化の進展により、国境を越えた人、モノ、情報の流れが加速しています。急速な経済

成長により、新興国の国際社会における存在感が増しており、我が国の国際的存在感の低下や人材の

流動化、人材獲得等のグローバル競争の激化が予想されています。 

（３）複雑で予測困難な社会の変化 

地球規模の気候変動とそれに伴う災害の激甚化や頻発化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

による暮らしや経済への影響、ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化等、現代は将来の予

測が困難な「VUCA4（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）」の時代とも言われています。このような複

雑で予測困難な社会の変化は、どのような職業や人生を選択するかに関わらず、すべての子供たちの

生き方に影響するものとなっています。様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、多様

な立場の人と協働的に議論し、課題を解決していくなど、新しい時代に求められる資質・能力の育成が

社会的な要請となっています。  

 
1 ウェルビーイング：身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意

義等の将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 
2 ＩoＴ：Internet of Things の略で、様々なモノ（物）がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御す

る仕組みのこと。 
3 Society5.0：日本が提唱した未来の社会像で、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合

させ、経済の発展と社会的課題の解決を同時に実現することを目指す、人間中心の社会のこと。 
4 VUCA（ブーカ）：Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭

文字から取った言葉で、予測困難で不安定な現代の状況を表す概念。 
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（４）キャリア教育5の充実と子供の貧困対策 

終身雇用、年功序列を核とする日本型の雇用制度の揺らぎが指摘され、雇用形態の多様化等が進

行する中にあって、子供たちが自分らしい生き方を実現するために必要な資質・能力を育むためのキャ

リア教育の充実が課題となっています。 

また、日本の子供の7人に1人が貧困状態にあるとされ、社会的・経済的格差が広がっている状況の

中、国や自治体等における子供の貧困対策の強化が図られています。経済的な格差が教育の格差に

つながり、格差が世代を通じて固定化されることのないよう、すべての子供の学びを支援し、一人一人

の能力を伸ばす教育のさらなる充実が求められています。 

 

（５）地域社会を支える社会教育・文化・スポーツ活動の重要性 

国は文化・芸術やスポーツを通じた生涯学習の促進に注力しており、地域社会が学びや文化的・社

会的な交流を通じて活性化するための環境整備が進められています。これにより、個人の成長とともに

地域の活力が引き出され、誰もが生涯にわたって学び続けることができる社会の実現が目指されてい

ます。 

文化・芸術の分野では、文化芸術推進基本計画に基づき、地域ごとの独自の文化資源を活用した活

動が促進されています。これは、スポーツや生涯学習においても通ずるテーマであり、地域住民の交流

の場として文化施設や学びの場が重要視され、地域の絆を深め、社会的な結束を強化する役割を果た

しています。 

国では、教員の働き方改革や生徒の多様な学習機会の充実を目的として、公立中学校の部活動を

地域の活動へ段階的に移行する取組が進められています。文部科学省は、令和5年度以降、休日の部

活動を段階的に地域移行する方針を示しており、各自治体での実施が推進されています。 

この取組の一環として、スポーツ庁と文化庁は令和4年に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、地域全体での生涯学習環境の整備を加速させ

ています。 

 

（６）環境問題の深刻化 

「SDGs（持続可能な開発目標）」では、豊かさの追求と地球環境の保護を両立しながら、誰一人取

り残されず、人間らしく暮らしていくための社会的基盤の構築を目指しています。 

地球温暖化や食料、エネルギー問題等地球環境問題が深刻化する中、子供たちを含めたすべての

人が、環境保全への理解を深め、自然への畏敬や命を大切にする心を育み、主体的に行動できるよう

にする必要があります。国際的な協調のもと、物質的な豊かさや経済発展のみを追求するのではなく、

持続可能な社会の構築に向けて取り組んでいく主体的な行動力の育成が求められています。 

  

 
5 キャリア教育：一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通じて、キャリア形成

を促す教育のこと。キャリア教育は、子供・若者がキャリアを形成していくために必要な能力や態度の育成を目標とする教
育的働きかけである。そして、キャリアの形成にとって重要なのは、自らの力で生き方を選択していくことができるよう必要
な能力や態度を身に付けることにある。 
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２ 子供を取り巻く環境の変化 

（１）地域の状況の変化 

核家族の増加や価値観、ライフスタイルの多様化等により、地域社会における支え合いやつながりが

希薄になるなど、地域コミュニティ機能の低下が指摘されています。 

子供たちが学校外で一緒に遊んだり、地域の人と触れ合ったりする機会が減少しており、世代の異

なる人たちと関係を築くことや社会の中で習慣や規範を身に付けること等、従来なら自然に備わってい

た社会性を身に付けることが難しくなっています。 

また、人々の価値観は、集団や地域より個人や家族を重視する傾向が強まっており、子ども会等の地

域団体の組織率の低下も続き、地域の教育力の低下が問題になっています。 

 

（２）家庭の状況の変化 

地域や世帯構造の変化により、家庭での世代間交流が減少し、子供の生活習慣や社会性の育成が

課題となっています。また、子育てにおける親の孤立や家庭的背景等による教育格差、虐待、ヤングケア

ラー6等の問題もあります。学校・家庭・地域・子供・行政の五者が連携し、社会が一体となって未来の

創り手である子供たちの成長を支えていくことが必要です。 

 

（３）教育上の課題の多様化・複雑化 

いじめ、不登校等への対応は、ますます重要な課題となっています。また、障がいのある子供が地域で

ともに学ぶインクルーシブ教育7システムの構築や日本語指導が必要な子供の増加に対応した教育環

境の整備、被虐待児への対応等、教育上の課題は多様化・複雑化しています。 

社会の多様化が進む中、子供が置かれた環境に左右されることなく、その可能性を最大限に引き出

すことができるような学びを保障する仕組みづくりが必要です。 

 

（４）日常生活における急速なデジタル化 

子供を取り巻く環境は、急速なデジタル化により大きく変化しています。家庭では、保護者だけでなく

子供もスマートフォン等を利用する機会が増え、学校ではGIGAスクール構想によりタブレットPCが日

常的に使用されています。このような状況下で、情報機器の適切な活用方法やオンライン上でのモラル

教育の重要性が高まっています。 

さらに、情報リテラシー教育を通じて、子供たちが正しい情報を見極め、適切に活用する力を育むこと

も重要です。学校では教職員に向けたICT研修や保護者向けの情報提供を通じ、家庭と連携して子供

たちの適切なデジタル利用を促進しています。今後、学校・家庭・地域・子供・行政の五者が連携し、子

供たちが安全かつ適切に情報機器を活用できる環境整備が求められます。  

 
6 ヤングケアラー：家族の介護や世話を担う18歳未満の子供や若者のこと。 
7 インクルーシブ教育：「障害者の権利に関する条約 第24条」によれば、「直訳：包容する教育」として、障がいのある子供

と障がいのない子供が共に学ぶ仕組みをいう。一人一人の教育的ニーズに的確に応えることが重要とされる。 
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３ 教育政策の動向 

（１）令和の日本型学校教育の推進 

令和３年１月に中央教育審議会から「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」が示されました。2020年

代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿として、すべての子供たちの可能性を引き出す、

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた取組をさらに進化させ、教育の質を向上させることが求められています。 

また、令和４年12月には中央教育審議会から「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採

用・研修等の在り方について～『新たな教師の学びの姿』の実現と、多様な専門性を有する質の高い

教職員集団の形成～（答申）」が示されるなど、「令和の日本型学校教育」を担う教師等の養成が求

められています。 

 

（２）教職員の働き方改革に対する取組 

教育を取り巻く社会情勢の変化に対応し、教育の質を高めるため、教職員の資質向上が重要な課

題である一方、教職員の長時間労働が深刻な問題となっています。国の第４期教育振興基本計画にお

いては、教職員の働き方改革が重要な柱として位置づけられ、勤務時間の適正化や業務負担の軽減

が掲げられています。 

特に、教職員が本来の教育活動に専念できるよう、学校現場における業務の見直しが進められてお

り、国はガイドラインの策定や支援策の強化を図っています。その中でも、教員が担うべき業務の明確化

が推進されており、部活動の地域移行やICTを活用した事務作業の効率化が進展しています。 

本市においても、これらの方針を踏まえ、教職員の負担軽減に向けた取組を進めており、教職員がよ

り効率的に業務を遂行し、児童生徒一人一人に向き合える教育環境の実現を目指します。 

 

（３）こども家庭庁の創設 

令和４年６月に「こども家庭庁設置法」や、子供施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していく

ための包括的な基本法である「こども基本法」が成立しました。これにより、子供に関する施策を一元

的に推進する「こども家庭庁」が令和５年４月に創設されました。「こども家庭庁」では「こどもまんなか」

社会の実現に向けて、子供の最善の利益を第一として、子供自身の意見を尊重し、当事者目線に立っ

た政策を進めていくことを目指しています。 

本市においてもこれらの動向を踏まえ、子供自身の意見を踏まえつつ、子供本人を中心に据えた取

組の推進が必要です。  
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（４）国・熊本県の動向 

国においては、令和5年6月に「第４期教育振興基本計画」が閣議決定されました。この計画では、コ

ンセプトとして「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」

を掲げ、①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成、②誰一人取り残さ

れず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進、③地域や家庭で共に学び

支え合う社会の実現に向けた教育の推進、④教育デジタルトランスフォーメーション（DX8）の推進、⑤

計画の実効性確保のための基盤整備・対話の５つの基本的方針と16の教育政策の目標、基本施策

及び指標が示されています。 

また、熊本県においては、令和６年度に「第４期熊本県教育振興基本計画」、同年12月に「くまもと新

時代教育大綱」が改定され、「変化の激しい時代に対応した質の高い教育の推進」「共生社会の実現

に向けた教育の充実」「世界に羽ばたく志ある人材を育てる魅力的な学校づくり」「活力あふれる熊本

の実現に向けた文化・スポーツの振興」「災害からの復旧・復興及び記憶の伝承、『こどもまんなか』視

点での教育施策の推進」を共通の基本目標として、「自らの可能性を拡げ、未来を切り拓く 熊本の人

づくり」の実現に向け取組が進められています。また、令和3年3月に「熊本県文化財保存活用大綱」が

制定され、熊本県における文化財の保存・活用の基本的な方向性が定められました。  

 
8 DX（デジタルトランスフォーメーション）：デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化を革新し、価
値創出や競争力向上を目指す取組のこと。 
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第３章 計画の基本構想 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この基本理念は、子供から高齢者まで、本市で学ぶすべての人々が、教育を通じて地域社会や国際社

会で活躍できるよう成長する環境をつくることを目指して設定しています。 

また、本計画の第１期から掲げてきた「未来を拓く」「地域と国際社会に貢献する人づくり」の方針は本

計画においても引き継ぎ、急速な社会変化や多様化する価値観に柔軟に対応しながら、時代を切り拓く

人材の育成を進めます。 

本市の教育分野では、これまでも「変革」と「挑戦」を大切にし、粘り強く取り組む姿勢を重視しながら、

個々の努力と組織全体の協力を連携させることで教育の質を高めてきました。今後もこの姿勢は継続しつ

つ、時代の変化に応じた教育環境の整備を進めていくとともに、個々の学びが自己成長につながり、変化

に対応できる柔軟な力を育むことができるよう取り組んでいきます。また、教育を通じて人々が生涯にわ

たって心身ともに健康で、充実感や幸福感を得られるウェルビーイングを実現することを目指します。 

そのために、学校教育の充実を図るとともに、学校・家庭・地域・子供・行政の五者が連携し、一体となっ

て教育力を高め、地域全体で子供たちの「生きる力」を支える体制を構築します。また、人口減少や少子

化、情報化、国際化といった現代の課題に対応しながら、変動の激しい時代にも流されることなく、主体的

に学び、地域と共に歩む力を育む環境を整備し、生涯にわたって学び続けられる仕組みづくりを進めます。

教育における基盤を着実に整備し、持続可能な教育環境づくりに取り組んでいきます。 

これらの取組により、市民が「玉名市で生まれ育ってよかった」と実感し、今後もこのまちに誇りを持ち、

安心して暮らし続けられるよう、教育の力で地域社会の未来づくりを進めます。 

  

変革と挑戦 

～未来を切り拓き地域と世界に 

貢献できる「かがやく」人づくり～ 
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２ 取組の体系 

 

基本目標１ 

学校教育の充実を図り、子供たちの「生きる力」を育成する 

 基本方針 基本事業 

１ 確かな学力の育成 

【１】授業改善に向けた取組の推進 

【２】中学校区における幼・保等、小、中の連携 

強化 

２ 
豊かな心と健やかな身体 

の育成 

【１】人権・同和教育及び道徳教育の充実 

【２】体力向上に向けた取組の推進 

【３】食育の推進及び学校給食の整備 

【４】基本的な生活習慣の定着 

３ 個に応じた教育の推進 

【１】いじめ・不登校・問題行動等の未然防止と 

生徒指導の充実 

【２】多様なニーズに対応した特別支援教育の推進 

４ 
社会の変化に対応した 

教育の推進 

【１】小中一貫した教育の推進 

【２】環境教育の推進 

【３】キャリア教育の推進 

【４】国際理解・外国語教育の推進とグローバル 

人材の育成 

基本目標２ 

生涯にわたって学び続ける環境を整備する 

 基本方針 基本事業 

１ 生涯学習の充実 

【１】生涯学習の機会や場の充実 

【２】公民館活動の充実 

【３】読書活動の推進 

【４】体験活動の充実 

２ スポーツ活動の振興 

【１】生涯スポーツの振興 

【２】競技スポーツの組織強化と指導者育成 

【３】新たな部活動の在り方に向けた取組の推進 

３ 
歴史や文化を活用した活動 

の推進 

【１】文化財の保存・活用及び歴史・文化を 

活用した地域づくりの促進 

【２】文化・芸術活動の協働の推進 

【３】博物館の機能強化と利用促進 
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基本目標３ 

学校・家庭・地域の教育力の充実により「生きる力」を育成する 

 基本方針 基本事業 

１ 
学校・家庭・地域の教育力 

の向上 

【１】地域とともにある学校づくりの推進 

【２】家庭教育力の向上 

【３】地域教育力の向上 

【４】青少年の健全育成の推進 

２ 地域コミュニティの活性 
【１】コミュニティ活動の充実 

【２】社会教育関係団体等の支援 

基本目標４ 

教育政策推進のための基盤を整備する 

 基本方針 基本事業 

１ 
新しい教育に向けた環境 

の整備 

【１】教職員の働き方改革の推進 

【２】教育ＤＸの推進 

【３】学校規模・配置適正化の推進 

２ 
教育環境と教育施設の 

整備 

【１】安心・安全な学校づくりの推進 

【２】コミュニティ活動拠点の整備 

【３】スポーツ施設の整備と利用促進 

【４】文化財保存・活用施設の整備と活用 
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第４章 具体的施策 

基本目標１ 

学校教育の充実を図り、子供たちの 

「生きる力」を育成する 

 

 

基本方針 
確かな学力の育成 

１－１ 

【１】 授業改善に向けた取組の推進 

現状と課題 

授業改善の取組では、全国学力・学習状況調査9や熊本県学力・学習状況調査10、玉名市学力・学

習状況調査11の結果を分析・活用し、授業内容の改善に努めています。その成果もあり、小学校におい

ては、令和5年度まで正答率で全国平均を上回る結果が得られています。一方で、中学校では、熊本県

の傾向と同様に全国平均を上回る教科が少なく、厳しい状況が続いています。さらに、生徒質問紙調査

からは、学校の授業時間以外での学習時間が全国平均と比べて少ないことも明らかになっています。 

また、小中学校でのプログラミング学習の導入や情報活用能力の育成が求められており、その環境

整備も進められています。令和3年度には、GIGAスクール構想のもと、全児童生徒及び全教員に1人1

台のタブレットPCが配備され、AIドリル等の情報機器やソフト、各教室へのWi-Fi環境の整備が行われ

ました。さらに、ICT支援員を配置し、ICTを活用した学習支援活動を充実させることで、情報活用能力

の育成を図っています。 

加えて、児童生徒が教科学習に対して「好き」「わかる」という感覚を持てるよう、学習意欲の向上に

向けた研修会も実施しています。これらの取組を通じて、児童生徒一人一人の学びを支える環境をさら

に充実させていく必要があります。  

 
9 全国学力・学習状況調査：文部科学省が４月に全国で実施する調査。小学６年生と中学３年生を対象に国語、算数・数
学（３年に１回程度理科と英語（中学校のみ））と質問調査を実施。 

10 熊本県学力・学習状況調査：熊本県教育委員会が12月に県内（熊本市を除く）で実施する調査。小学校３年生～６年
生、中学校１・２年生を対象に国語、算数・数学、英語（中学校のみ）と質問紙調査を実施。 

11 玉名市学力・学習状況調査：玉名市教育委員会が４月と12月に実施する調査。４月は小学２年生を対象に質問紙調査、
小学校３年生～５年生、中学校は中学１・２年を対象に国語、算数・数学、英語（中学校のみ）と質問紙調査を実施。12
月は小学校１・２年生を対象に国語、算数と質問紙調査、小学校３年生～中学校２年生を対象に社会、理科を実施。 
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今後の取組 

取組 内容 担当課 

確か な 学 力

をつけるため

の環境整備 

・小中一貫した教育の取組を引き続き推進していくとともに、児童生

徒に求められる資質・能力の育成に向けて、「主体的・対話的で深

い学び」の視点による授業改善を進めます。 

教育総務課 

・研究推進校を指定することにより、授業力向上のための環境を整

えます。 
教育総務課 

多様な 学 び

の充実 

・児童生徒の情報活用能力の育成を図るため、ICT 環境を整備し、

情報機器やネットワークを活用した学習活動の充実を図ります。 
教育総務課 

・学校間の学習環境の差が生じないよう体制を整備するとともに、学

習機器の整備の充実に努めます。 
教育総務課 

教職員の 資

質の向上 

・教員の指導力に個人差がないよう研修等の機会確保に努め、指

導力の向上を図ります。 
教育総務課 

・学校教育指導員が経験の浅い教員を中心に授業参観及び指導・

助言を行い、授業力の向上を図ります。 
教育総務課 

 

【２】 中学校区における幼・保等、小、中の連携強化 

現状と課題 

地域の子供たちが一貫性のあるより良い環境で育つためには、幼・保等、小、中が共通の視点と方

向性を持ち、発達や学びの連続性を踏まえて連携することが必要です。現在、本市では教育目標の具

現化に向けた共通実践事項の取組を確認し、各中学校区で小中合同研修会を実施しています。これに

より、発達段階に応じた実践へとつなげています。また、幼稚園や保育園との合同研修会も行い、発達

段階に応じた教育の一貫性を高めています。さらに、就学前教育から小学校教育への円滑な接続を目

指し、各中学校区で地区コーディネーター会議や授業・保育参観、スタートカリキュラムや架け橋期のカ

リキュラムの作成・実施に取り組んでいます。 

今後も、学校や中学校区ごとの取組や意識の違い、幼稚園・保育園と小学校の所管課が異なること

による情報共有や共通実践の必要性といった課題を解決するために、関係機関との連携をさらに強化

し、子供たちの発達と学びを支える取組の充実を図っていきます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

中学校区にお

ける幼・保等、

小 、 中 の 連 携

強化 

・就学前教育から小学校以降の教育への円滑な接続を図るた

め、幼・保等、小、中や関係機関との連携を強化します。 
教育総務課 
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基本方針 
豊かな心と健やかな身体の育成 

１－２ 

【１】 人権・同和教育及び道徳教育の充実 

現状と課題 

1946年に公布された日本国憲法では、「基本的人権の尊重」が柱の1つとして掲げられており、こ

の基本的人権の尊重は、一人一人が生まれながらに持つ「侵すことのできない永久の権利」であると

宣言されています。2000年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、地方公共

団体の人権教育・啓発のより一層の取組が求められています。 

本市は人権が尊重される社会を目指し、市民が参加できる学習・啓発活動を行っており、人権ポス

ター・人権標語の募集と掲示、玉名市人権・同和教育研究大会や講演会の開催、人権週間の期間中に

は街頭での啓発活動等を行っていますが、一般市民の参加は少ない状況です。 

道徳教育においては、校長のリーダーシップのもと、道徳教育推進教師を中心とした協力体制を確

立し、教育活動全体を通じた道徳教育を推進し、道徳的実践力の向上を図っています。道徳教育用郷

土資料「くまもとの心」12（熊本県教育委員会作成）等を活用し、郷土に対する理解や郷土愛を深めて

います。 

また、熊本地震で被災した子供たちの体験談や教訓をまとめた平成２８年熊本地震関連教材「つな

ぐ～熊本の明日へ～13」（熊本県教育委員会作成）を活用し、被災経験を忘れず、人とのつながりの大

切さを学ぶ機会を提供しています。 

さらに、小学校では平成30年度、中学校では令和元年度より、「道徳」が「特別の教科 道徳」として

全面実施されています。加えて、保護者に道徳の授業を公開することで、家庭や地域と連携した道徳教

育の推進や、その重要性の啓発を図っています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

熊本地震を教

訓と し た 教 育

の推進 

・熊本地震について、その体験を忘れず未来への教訓とするた

めの教育に引き続き取り組みます。 
教育総務課 

家庭・地域との

連 携 による 人

権同和教育及

び道徳教育の

推進 

・授業参観、学校からの便り等を通じ、保護者等に人権・道徳

の授業を公開し、引き続き家庭や地域と連携した道徳教育の

推進や重要性の啓発を図ります。 

教育総務課 

人 権 教 育 ・ 啓

発の推進 

・人権問題の解決に向けて「第２次玉名市人権教育・啓発基本

計画」をもとに、人権教育・啓発を行い、様々な人権問題の解

決と人権が尊重される社会の実現を目指します。 

コミュニティ推進課 

人権啓発課 

 
12 道徳教育用郷土資料「くまもとの心」：郷土の先人の伝記や逸話等から人間の生き方、考え方に共感を持って学び取る

ことができ、また同時に子供たちの郷土に対する愛着を深めることができるよう作成した道徳教育用教材のこと。 
13 平成２８年熊本地震関連教材「つなぐ～熊本の明日へ～」：平成２８年に発生した熊本地震をもとに熊本県教育委員会

が作成した道徳教育用教材のこと。 
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【２】 体力向上に向けた取組の推進 

現状と課題 

学校保健においては、児童生徒及び職員の健康保持・増進に向けた取組として、食生活や歯磨き習慣

の指導を推進しています。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査（小学５年生・中学２年生対象）では、全国平均と比較して概ね

上回るという結果になっています。しかし、近年は情報化社会の進展により子供が情報機器と接する時間

が増加するなどの生活習慣の変化、学業を優先し子供に積極的に体を動かせることをしなくなるなどの

保護者の意識の変化等により、学校以外で運動を行う児童生徒が減少し、子供の体力を低下させること

が懸念されます。このため子供たちがスポーツに関わるきっかけづくりとして、学校施設を活用した地域ス

ポーツ活動が実施されており、今後は一人でも多くの児童生徒がスポーツに興味を持ち、その楽しさを実

感し、生活の中に自然とスポーツが取り込まれていくための取組の充実が必要となります。 

 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

教科体育の充

実 

・児童生徒の体力・運動能力調査の結果を分析し、課題となる

体力・運動能力の向上に向けた補強運動を教科体育におい

て積極的に取り入れていきます。 

教育総務課 

・教科体育において、運動の楽しさを味わい、生涯スポーツにつ

なげていきます。 
教育総務課 

・教科体育における保健の学習の充実を図り、健康維持・増進

への関心を高めていきます。 
教育総務課 

児童の運動能

力向上のため

の環境整備 

・児童の体力・運動能力の維持・向上に向けた放課後スポーツ

教室等を開催します。 
スポーツ振興課 
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【３】 食育の推進及び学校給食の整備 

現状と課題 

食育分野においては、「早寝・早起き・朝ごはん」運動をはじめ、家庭・学校・関連機関が連携しなが

ら望ましい食習慣の形成を目指して取り組んでいます。また、児童生徒に対して栄養教諭等による講話

を実施し、食への理解促進・深化を図っています。しかし、近年、食生活の乱れや肥満、痩身傾向等子供

たちの健康を取り巻く問題が深刻化しており、課題克服に向けた取組が必要です。 

学校給食においては、地産地消と食育の推進及び食物アレルギー対策に取り組んでおり、今後も学

校給食を生きた教材として活用し、児童生徒の心身の健全な育成に努める必要があります。 

また、市内の学校給食施設では、建物の改修や設備の更新が課題となっており、施設内の温度管理

や調理作業の区分け等、現行の衛生管理基準に適合することが困難になっています。 

「第４次玉名市食育推進計画」に基づき、関係団体と連携して健康食育フェアを開催し、市民の食生

活への啓発と連携推進に取り組んでいます。多くの市民へ健康食育に関する周知・啓発を行っていくた

め、イベント環境や体制の充実に努めます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

栄養教諭等と

の連携に基づ

く 食 育 指導の

充実 

・栄養教諭等と連携し、食に関する指導を充実させるとともに、

児童生徒が正しい食習慣を身に付け、豊かな食文化や生活

習慣の基礎を築けるよう努めます。 

教育総務課 

学校給食の充

実 

・児童生徒の「食」への関心や理解を深めるために、地産地消

を推進するとともに、安心・安全な給食を提供するために、現

行の衛生管理基準に適合した学校給食施設の在り方を検討

します。 

教育総務課 

市民の食生活

への啓発と連

携推進 

・「第4次玉名市食育推進計画」に基づき、行政・学校・医療機

関・農業関係者等の多様な関係者と連携しながら、市民が食

に関する正しい知識を身に付け、健康的な食生活が実践でき

るよう取り組みます。 

保健予防課 

・健康食育フェア等において、あらゆる年齢層への健康食育の

啓発を行い、総合的な食育の推進に取り組みます。 
保健予防課 
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【４】 基本的な生活習慣の定着 

現状と課題 

規則正しい生活習慣を身に付けるための「早寝・早起き・朝ごはん」運動については、定着の兆しが

見られる中、今後は学校からの申請に応じて県や市のプログラムトレーナーを派遣し、「くまもと『親の

学び』プログラム」を実施することで、家庭教育支援の一環として「早寝・早起き・朝ごはん」運動の普

及を図り、保護者への啓発を強化します。 

今後はプログラムトレーナーの育成や活動啓発を一層強化し、より多くの家庭で実践されるよう取り

組んでいきます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

親の学びと人

材育成の推進 

・「くまもと『親の学び』プログラム」に取り組むとともに、熊本県

や近隣自治体の事例を参考にしながら、人材育成に取り組み

ます。 

コミュニティ推進課 

健康的な生活

習慣の促進 

・「早寝・早起き・朝ごはん」運動の意義や成果等有効な情報を

発信することで、更なる普及を図ります。 

コミュニティ推進課 

教育総務課 

子育て支援課 

保健予防課 
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基本方針 
個に応じた教育の推進 

１－３ 

 

【１】 いじめ・不登校・問題行動等の未然防止と生徒指導の充実 

現状と課題 

本市では、「玉名市いじめ防止対策委員会」や「玉名市いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、いじ

めの防止や対策強化を図るとともに、いじめの未然防止・早期発見・解決に向けて、小中学校の全児童

生徒を対象として定期的に「タマにゃんチェック」を行うとともに、教育相談を実施しています。これにより、

児童生徒が相談しやすい体制を整えています。 

また、不登校児童生徒の増加を受け、本市では令和6年度から、これまで週2回の実施だったタマ

にゃん教室（玉名市教育支援センター）を平日毎日受け入れ可能な体制へと整備しています。さらに、

各中学校では適応指導教室（玉名市校内教育支援センター）を開室し、指導員を各校に配置すること

で、不登校児童生徒への教育支援の充実に向け取り組んでいます。 

いじめや不登校の他にも、インターネットやSNSを用いた人権侵害や誹謗中傷等が近年、全国的に

問題となっており、本市においても人権教育とともに情報モラルに関する指導の充実が求められていま

す。 

各学校では、状況に応じて情報モラルに関する教育計画を作成し、道徳や総合的な学習の時間等で

学習を進めていますが、スマートフォンの所持の低年齢化や、様々な情報発信ツールへの対応の難しさ、

家庭における教育力の格差といった課題があります。これらの課題に対応するためには、学校だけでな

く、家庭との連携を強化し、メディアリテラシーに関する教育を充実していく必要があります。 

今後の取組  

取組 内容 担当課 

い じ め の早期

発 見 ・解決に

向けた取組 

・いじめの早期発見・解決に向けて、引き続き児童生徒を対象

としたアンケート調査や相談支援を実施します。 
教育総務課 

・熊本県教育委員会のSC14、SSW15を活用しながら、いじめの

早期発見・解決につなげます。 
教育総務課 

不登校児童生

徒へ向けた取

組 

・タマにゃん教室（玉名市教育支援センター）を設け、学校に通

うことが難しい児童生徒への教育支援に取り組みます。 
教育総務課 

情 報モラルに

関 す る指導の

充実 

・インターネットやSNS等を用いた人権侵害やいじめについて、

人権教育や情報モラルに関する指導の充実を図り、家庭と連

携した取組を検討します。 

教育総務課 

コミュニティ推進課 

  

 
14 SC（スクールカウンセラー）：スクールカウンセラーは学校において、児童生徒や保護者に対して子供の悩みを聞いた

り、教職員や保護者への相談相手となったりして、心理学的知見から指導や助言等を行う職員のこと。 
15 SSW（スクールソーシャルワーカー）：いじめや不登校、虐待、貧困等、学校や日常生活における問題に直面する子供を
支援する社会福祉の専門スタッフのこと。 
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【２】 多様なニーズに対応した特別支援教育の推進 

現状と課題 

特別支援教育16の推進にあたり、コーディネーターを中心とした会議や研修会、協議会を開催し、障

がいの特性に関する理解を深め、支援の質や指導力の向上を図っています。あわせて、特別支援教育

支援員（以下、「支援員」という。）の育成と増員により、児童生徒への支援の質と量を向上させていま

す。 

しかし、教員や支援員の経験等に個人差があることや特別支援のニーズが多様化しており、それら

への対応が課題となっています。今後も支援員の育成や研修を進め、体制の充実を図る必要がありま

す。同時に、児童生徒が最適な環境で学ぶ機会を提供するため、保護者に対して特別支援教育の意義

やメリット、重要性を啓発し、相談等の支援を行うことで不安を解消し、特別支援教育への理解を深め、

信頼関係の構築を図ることが求められます。 

また、特別支援教育就学ガイドを作成し、市のホームページでの公開や就学前施設を通じ保護者へ

の配布を行うことで、特別支援教育に関する啓発を進めています。加えて、県立特別支援学校の巡回相

談を活用するなどして支援体制を整えています。今後は、取組を一層強化し、インクルーシブ教育17の推

進や児童生徒一人一人に適した学びの場の提供につなげていく必要があります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

支援体制の強

化 

・ニーズが増加傾向にある特別支援教育について、継続的に研修

を充実させ、特別支援教育支援員の育成を図ります。 
教育総務課 

・児童生徒の教育について不安を抱える保護者に向けて、相談等

の支援を推進します。 
教育総務課 

特別支援教育

の充実 

・学校教育において、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いの個

性を尊重し合いながら共に学び、支え合うインクルーシブ教育を

進めます。 

教育総務課 

・障がいの種別や発達の状態に応じた教育課程を編成し、個別の

教育支援計画、指導計画を作成し、個に応じた支援を展開しま

す。 

教育総務課 

・特別支援教育コーディネーターを中心に研修を実施し、教職員

が障がいの特性を理解し、支援が必要な児童生徒に適切に関わ

れるよう支援します。 

教育総務課 

・特別な支援が必要な児童生徒の保護者に対して特別支援教育

の意義や重要性の啓発、関係課や事業者・団体と連携した相談

支援等により理解を促進し、児童生徒にとってよりよい教育環境

の確保につなげます。 

教育総務課 

保健予防課 

子育て支援課 

総合福祉課 
  

 
16 特別支援教育：障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、児童生
徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指
導及び必要な支援を行うもの。 

17 インクルーシブ教育（再掲）：「障害者の権利に関する条約 第24条」によれば、「直訳：包容する教育」として、障がいの
ある子供と障がいのない子供が共に学ぶ仕組みをいう。一人一人の教育的ニーズに的確に応えることが重要とされる。 
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基本方針 
社会の変化に対応した教育の推進 

１－４ 

【１】 小中一貫した教育の推進 

現状と課題 

義務教育9年間を一体的に捉えた教育の重要性が全国的に強調されており、本市でも、「確かな学

力」「健やかな体」「豊かな心」からなる「生きる力」を身に付けた児童生徒の育成に向けて、小中一貫

教育コーディネーター会議や研修、中学校区での部会等を通じて、各学校の教職員が連携・協力しな

がら小中一貫した教育を推進しています。各中学校区で重点的に育成すべき資質・能力を明確化し、

小中連携を強化することで、児童生徒一人一人にとって充実した教育環境の提供を目指しています。し

かし、学校や教職員間で取組に対する意識に温度差があることが課題となっています。 

英語教育では、国際感覚豊かな人材の育成を目指し、小学校全学年で本市独自の取組である「エ

ンジョイ・イングリッシュ」を実施しています。週2～3回の頻度で行われ、児童が楽しみながら英語に触

れられる機会を提供していますが、時間の確保が課題となっています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

小中一貫した

教育推進のた

めの体制整備 

・「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」からなる「生きる

力」を身に付けた児童生徒の育成に向けて、引き続き各学校

の小中一貫教育コーディネーターが中心となり、教職員が連

携・協力しながら小中一貫した教育を推進します。 

教育総務課 

・小中一貫教育コーディネーター会議・研修等を継続して開催

し、学校間の取組に差が生じないように努めます。 
教育総務課 

・各中学校区で授業の進め方や学習指導・生徒指導の共通実

践事項を定め、定期的に共通実践事項の成果と課題を明ら

かにし、改善を図りながら、知徳体のバランスの取れた児童生

徒の育成を目指します。 

教育総務課 

本 市 な ら で は

の小中一貫し

た教育の強化 

・令和元年度まで玉名学（探究）として行ってきた教育内容に

ついて、総合的な学習の時間18や教科等の中で推進します。 
教育総務課 

・小学校の外国語活動・外国語や中学校の外国語への円滑な

接続を図るなど、エンジョイ・イングリッシュに取り組んでいきま

す。 

教育総務課 

  

 
18 総合的な学習の時間：探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通じて、よりよく課題を解決

し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す時間。 
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【２】 環境教育の推進 

現状と課題 

現在、温暖化や自然破壊等地球環境の悪化が深刻化し、環境問題への対応が緊急かつ重要な課

題となっています。豊かな自然環境を守り、次の世代に引き継いでいくためには、エネルギーの効率的

な利用等環境への負荷が少なく持続可能な社会を構築することが大切です。そのためには、様々な機

会を通じて環境問題について学習し、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが重要で

あり、特に、子供たちへの環境教育は極めて重要な意義を有しています。 

本市では、古来より豊かな恵みをもたらした有明海や菊池川、小岱山及び金峰山の山々等の豊かで

美しい自然環境を後世に残すために、小学校5年生の総合的な学習の時間を通じて、自然環境を大切

にする心を育む環境学習を実施しています。 

また、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」や、数値目標を設けた学校版環境ISO19の取組を推進しています。

各学校では、教職員と児童生徒が協力し、環境保全に関する計画を立てて実行し、成果を年度末に報

告する活動を行っています。今後も継続的に取り組み、環境教育の推進を図ります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

環境保全活動

を 通 じ た 実践

的学びの充実 

・学校版環境ISOの取組として、すべての小、中学校で節電や

節水、紙のリサイクル等の活動を行い、物を大切にする心や自

然環境を守る態度を育て、家庭や地域における実践へとつな

げます。 

教育総務課 

・小学校の総合的な学習の時間において、身近な環境に目を

向け、公害や環境問題について学習し、自分たちのできること

を考えることができる児童を育成していきます。 

教育総務課 

潤いある教 育

環境づくり 

・学校園や学級園等で花を育てる活動を通じて、豊かな心を育

みます。 
教育総務課 

水俣病学習を

通じ た環境意

識の向上と人

権教育 

・環境問題への関心と解決に向けた態度・能力を育成するた

め、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」等を実施し、水俣病への理解

を深め、差別や偏見を排除する姿勢を育てます。 

教育総務課 

 
19 学校版環境 ISO：環境にやさしい学校づくりを児童生徒・教職員が話し合い、全校をあげて実践活動に取り組むもので

ある。子供の頃から、環境について考える機会と実践を通じて、将来を担う子供たちの環境に対する意識を高めることを
目的としている。平成１９年度から熊本県内のすべての公立小中学校で学校版環境 ISOの取組を行っており、数値目標
を掲げた活動や家庭・地域と連携した活動等「環境立県くまもと」の実現を図る取組が展開されている。 
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【３】 キャリア教育の推進 

現状と課題 

本市のキャリア教育においては、総合的な学習の時間の計画的・継続的な取組を中心として、「働く

ことの意義や喜び」また「学びと仕事を結び付けて考える取組」を推進しています。特に、働くことに対し

て基礎力となる「人間関係の形成能力」の向上に取り組んでいます。具体的には、小学校では１～４年

生時に見学旅行、中学校では２年生時に職場体験を年に１回実施し、学校と地域、社会や産業界等と

の連携・協働した取組を進めています。これにより、社会人による講話、職場見学、農業体験、福祉体験、

職場体験等の多様な体験活動が充実し、児童生徒が働くことの意義や喜びを実感する機会となってい

ます。 

しかし、現在のキャリア教育は特定の科目として体系的に実施されておらず、各教科や領域を意識的

につなげる取組が不足しているのが現状です。そのため、各学校での実施状況に差があり、キャリア教

育の体系的な推進と一貫性を持たせるための見直しが求められています。 

特別活動を基盤に、各教科等の特性を活かしつつキャリア教育を充実させることが求められていま

す。各学校では児童生徒一人一人が毎年キャリア・パスポート20を作成し、自己のキャリア形成に活か

す取組を行っています。しかしながら、キャリア・パスポートの効果が明確ではないため、評価・検証を行

いながら、児童生徒のキャリア形成につなげていく必要があります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

実践的学習機

会の充実 

・学校と地域、産業界等と連携し、職業講話や職場見学、農業

体験、福祉体験、職場体験等を通じて、児童生徒が働くことの

意義や喜びを学べる機会を充実させます。 

教育総務課 

・職場体験学習において、学校や事業所等関係機関と連携し

ながら、生徒が様々な労働のあり方について学習できる機会

の確保・充実に努めます。 

教育総務課 

コミュニティ推進課 

キャリア教育の

推進 

・特別活動や総合的な学習の時間を中心に各教科と連携しな

がら、児童生徒の主体的な学びやキャリア形成につながるよ

う、キャリア・パスポートを作成します。 

教育総務課 

  

 
20 キャリア・パスポート：児童生徒が学習のプロセスを記述・振り返りできるポートフォリオ教材のこと。 
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【４】 国際理解・外国語教育の推進とグローバル人材の育成 

現状と課題 

近年、外国人観光客や海外企業の地元進出による外国人労働者の急増に伴い、英語能力をはじめ

とする国際感覚が豊かな人材に対するニーズは日々高まっています。また、国際化が進展する現代にお

いては、人、物、情報が国境を越えて迅速に行き交い、国際社会に生きるための広い視野と相互理解が

重要な課題となっています。今後の国際化を見据え、相手の立場を尊重しつつ自分の考えや意見を表

現し、相互理解を深めていく必要性が一層強まっており、その手段としての外国語の重要性はますます

高まっています。 

そこで本市では、従来から外国語指導助手として各小中学校へＡＬＴを派遣し、外国語教育の充実と

異文化への理解を深める取組を行っています。 

小学校では、３～４年で「外国語活動」、５～６年生で「外国語科」を実施しています。特に、独自の英

語学習活動「エンジョイ・イングリッシュ」を小学校全学年で実施し、週2～3回のペースで各校の実情

に応じた活動を行っています。 

また、「エンジョイ・イングリッシュ」で培った基礎力を活かし、小学校では担任または専科教員、中学

校では教科担任が指導を行い、スムーズな学習接続を図っています。 

国際交流としては、令和5年度より台湾との交流、令和6年度にスウェーデンとのオンライン交流会の

実施を通じて、グローバル人材の育成を図っています。しかし、児童生徒の国際感覚を養うためには、現

在の授業時間では十分な教育が難しく、時間の確保が今後の課題となっています。 

玉名市中学校英語検定チャレンジ事業では、中学生の目標に挑戦する主体的な学びの育成と英語

力、学習意欲の向上を図ることを目的に、中学校３年生が受験する英語外部検定試験の検定料の支

援を行っています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

国際理解教育

と外国語教育

の推進 

・本市独自の取組である小学校における「エンジョイ・イングリッ

シュ」を今後も推進し、外国語能力（英語）の向上、国際感覚

豊かな人材の育成を図ります。 

教育総務課 

・「エンジョイ・イングリッシュ」で培った力を土台に、小学校３年

生からの外国語活動（英語）、小学校５年生からの教科として

の外国語学習、さらには中学校における英語学習へのスムー

ズな接続につなげます。 

教育総務課 

・夏休み等の長期休暇を利用して ALTによるエンジョイ・イング

リッシュ・クラブ（EEC）を開催し、児童生徒が外国語を通じて

異年齢や異文化交流を楽しめる機会を提供します。 

教育総務課 

・ＩＣＴ機器のより効果的・積極的な活用を通じて各地域との交

流を図り、グローバル人材を育成します。 
教育総務課 
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基本目標２ 

生涯にわたって学び続ける 

環境を整備する 

 

 

基本方針 
生涯学習の充実 

２－１ 

【１】 生涯学習の機会や場の充実 

現状と課題 

生涯学習は、すべての市民に学習の機会を提供するだけでなく、健康増進や生きがいづくり、また教

室を通じた仲間づくり、ひいては、地域コミュニティの強化にもつながります。本市では、中央・岱明・横

島・天水の4つの公民館を拠点に、多様な生涯学習の機会を提供するとともに、その成果発表として生

涯学習フェスティバルを開催し、能力活用の場の提供も推進しています。 

しかしながら、生涯学習においては、地区ごとに活動内容や頻度に差が見られ、今後の課題となって

います。高齢者向けの健康促進や生きがいづくりに加え、今後DX社会が進む中、誰一人取り残さない

デジタル化に向けた取組を実施します。また併せて若年層や子育て世代等幅広い世代の参加を促進し、

多様なニーズに応じたプログラムを展開することで、メディアリテラシーの向上につなげています。 

また、図書館は生涯学習における重要な拠点として、市内に４つの図書館及びたまな圏域電子図書

館において学習支援や情報提供の役割を担っています。現在、「玉名市子ども読書活動推進計画」を

もとに読書活動を推進しており、蔵書の充実や利便性の向上を図っています。特に所蔵スペースの改善

や閲覧スペースの拡大を図ることで、市民が学びや情報を得るための場として、誰もが快適に利用でき

る環境を整えています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

生 涯 学習の

機会 や場の

充実 

・受講生のニーズに合わせて講座内容を見直し、認知度を高め

るとともに、各種教室の開催を通じて生涯学習活動の活性化と

事業の推進を図ります。 

コミュニティ推進課 

・子供から高齢者まで、幅広い年代に対する講座や事業を実施

し、多様な学習機会の場を提供するとともに、成果発表や能力

活用の場の提供を推進します。 

コミュニティ推進課 

・高齢者を対象に「はつらつシニア教室」を開催し、学びの機会

を提供するとともに、コミュニティへの参加を促します。 
コミュニティ推進課 
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取組 内容 担当課 

図書館サー

ビスの充実 

・図書館運営においては、蔵書の充実等に取り組むとともに利用

者のニーズを把握し、市民の主体的な学びの場として活用でき

るよう、利用者の快適さに配慮した環境の維持に努めます。 

コミュニティ推進課 

・利便性の維持・向上に向けて、デジタル図書等を通じ、時代に

合ったサービスを提供できるよう状況の把握に努めます。 
コミュニティ推進課 

・市内４つの図書館（玉名市民、岱明、横島、天水）及び電子図

書館（たまな圏域電子図書館）、移動図書館（たまきな号）で、

図書の提供の充実を図ります。 

コミュニティ推進課 

・熊本市（連携中枢都市圏構想）との図書館相互利用で図書の

提供の充実を図ります。 
コミュニティ推進課 
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【２】 公民館活動の充実 

現状と課題 

公民館（中央、岱明、横島、天水）では、市民一人一人が生涯にわたって学習し、自己実現を目指し

て豊かな人生を送るために、各種講座を開講しています。令和5年度には、延べ1,200人以上が参加し

ました。しかし、少子化や高齢者の就業継続、情報化の進展、ライフスタイルの多様化等により、受講者

数は減少傾向にあります。このため、若年層の講座参加者を募るため、家族で参加できる講座や子供

向け講座の新設が進められ、令和6年度には玉名工業高校との連携で地域児童の居場所づくりを目

的とした放課後ワークショップも開講しました。 

今後は、利用者の多様化・高度化する生活課題や学習ニーズを的確に把握し、誰でも、いつでも学

べる学習機会の提供をさらに充実させる必要があります。また、公民館主催の講座には発表の場として

「生涯学習フェスティバル」があり、岱明町公民館では、地域の自主講座サークルが中心となる「岱明

町公民館まつり」が開催されています。これらは、生涯学習の幅を広げる良い機会となっています。 

また、公民館支館活動では、支館長を中心にした支館活動(体育祭や球技大会等)を展開され、地域

住民の連帯を図っています。 

今後は、社会教育の観点から地域との連携を深め、学びの場としての公民館の位置づけを強化する

とともに、公民館主催講座と自主サークル活動の交流の場として、発表の場のあり方を検討することが

求められます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

公民館活動の

充実 

・未参加の市民に対しては参加促進・認知度向上を図り、参加

している市民には意欲を高めるため、公民館主催の講座や生

涯学習活動の発表の場を提供します。 

コミュニティ推進課 

・学校の長期休業日を活用し、子供や親子向けの学習体験講

座を実施して、子供の居場所づくりや親子の交流の場を提供

し、新たな受講者層の拡大を図ります。 

コミュニティ推進課 

・世代ごとの学習ニーズや受講生のアンケート結果を踏まえ、

学習機会の充実を図るとともに、教室の開催により認知度を

高め、生涯学習活動の活性化を目指します。 

コミュニティ推進課 

自主講座サー

クルへの支援 

・公民館主催講座と自主的なサークル活動の交流を図ることに

より、受講生同士の交流促進と情報交換を通じ、活動の機会

や幅が広がるよう積極的な支援を図ります。 

コミュニティ推進課 

 

  



26 

【３】 読書活動の推進 

現状と課題 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」において、読書活動は「子どもが言葉を学び、感性を磨き、

表現力を高め、創造力を豊かにし、人生をより深く生きる力を身に付けるために欠かせない」とされてい

ます。このため、社会全体で読書活動を推進することは非常に重要となっています。 

玉名市図書館では、ボランティア団体と連携し、図書館まつりや上映会、各図書館（玉名市民、岱明、

横島、天水）においては毎月「おはなし会」を開催しています。小・中学校においては、ボランティア団体

やPTAが読み聞かせや、電子図書館の活用等で本に親しむ時間を提供しています。また、「ブックス

タート事業21」、移動図書館の巡回等を行い、乳幼児期からの読書習慣の形成を進めています。ブック

スタート事業では０歳児を対象に本のプレゼントを行っていますが、利用者が出生数に比べて少ない等

の課題があるため、事業の目的である「絵本を通して親子で楽しい時間を過ごしてもらう」ためにも、更

なる周知に努めます。 

また、令和3年度からは電子図書館を開館し、市民が読書に親しめる環境を広げました。 

さらに、学校図書館では蔵書数の増加や図書室補助員の配置等、読書環境の充実に努めるとともに、

玉名市立図書館との連携を深めていきます。 

しかし、読書習慣の形成や持続には個人差が生じているため、読書活動を一層推進し、習慣として定

着させるための取組が必要となっています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

読書活動の推

進 

・「おはなし会」や「ブックスタート事業」及び移動図書館の巡

回等による幼児期からの読書習慣の定着につなげます。 
コミュニティ推進課 

・読み聞かせをはじめ、図書館の行事についてはボランティア団

体等関連団体と連携し、継続実施を図ることで、子供の読書

を通じた豊かな感性や想像力の育成につなげます。 

コミュニティ推進課 

・中学生の読書活動を促進するため、需要の高い図書の把握

や拡充に努め、家庭と連携した読書活動の推進を図ります。 
コミュニティ推進課 

電子図書館の

活用と拡充 

・たまな圏域電子図書館のどこからでも図書を読める利点を周

知し、更なる利用拡大に努めます。 
コミュニティ推進課 

・学校と連携した図書館利用カードの発行を継続し、読み放題

コンテンツ等の教育現場で利用しやすいコンテンツも提供し

ながら、電子図書館の資料数を拡大します。 

コミュニティ推進課 

図書活動推進

のための支援

体制強化 

・図書室補助員の研修を行い、読書活動推進に向けた取組の

充実を図ります。 
教育総務課 

 
21 ブックスタート事業：平成18年度より本市において絵本を通じた保護者と子供の触れあいを進めるため、すべての赤
ちゃんとその保護者に読書活動の意義や価値を啓発しながら絵本を贈呈する事業である。 
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取組 内容 担当課 

学校図書館の

充実 

・全小中学校で学校図書館図書標準以上の蔵書を維持しつ

つ、蔵書の見直しと適切な更新、図書の整備に努めるととも

に、新たなニーズに対応した蔵書の充実に努めます。 

教育総務課 

・新聞を活用した学習への取組と児童生徒が主体的に主権者

としての必要な資質・能力を身に付けるため、発達段階に応じ

た学校図書館への新聞の複数紙配備を図ります。 

教育総務課 

 

【４】 体験活動の充実 

現状と課題 

児童生徒が学ぶ過程において、様々な実体験を通じて心が豊かになり、思考力や判断力が養われま

す。本市では、総合的な学習の時間や特別活動を通じて、児童生徒が地域の人々や団体、様々な事象

に触れる機会を提供しています。 

小学校5年生と中学校1年生を対象に集団宿泊教室を実施しており、自然の中での体験が豊かな

心を育むことに繋がっています。令和5年度には、地域学校協働活動22推進事業として、17の事業者を

受け入れ、中学校の体験活動の充実を図りました。今後も学校や児童生徒のニーズに合わせた事業者

の受け入れを進めていきます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

体験活動の充

実 

・集団宿泊教室や職場体験学習を継続して実施するとともに、

内容の充実に取り組み、さらなる豊かな心の醸成を図ります。 

教育総務課 

コミュニティ推進課 

  

 
22 地域学校協働活動：地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の

参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校

が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動のこと。 



28 

基本方針 
スポーツ活動の振興 

２－２ 

【１】 生涯スポーツの振興 

現状と課題 

働く世代のスポーツ活動は、仕事のストレスを軽減し、コミュニケーションを通じて協調性を育み、生

活の質を向上させます。特にスポーツ実施率が低い若年層が、仕事や家事、育児とのバランスを取りな

がら気軽にスポーツに親しめるよう、スポーツ協会主催のスポーツ大会や、各施設の指定管理者による

健康教室等の自主事業が実施されています。今後は、新たな大会や教室の開催を含め、取組の拡充が

期待されます。 

また、高齢者のスポーツ活動は健康づくりや生きがい、体力向上に大きな役割を果たします。スポー

ツ推進委員協議会等と連携し、年齢や体力に関係なく楽しめるファミリースポーツやニュースポーツを

普及させるため、各地区で運動会や球技大会を開催しています。高齢者が明るく活力のある生活を維

持するためには、主体的で継続的にスポーツに取り組む環境整備が重要です。 

障がいのある人がスポーツやレクリエーション活動に参加することは、自立や社会参加を促進するた

めに非常に大切です。障がいの有無に関わらず、誰もが一緒にスポーツを楽しむことで、相互理解や連

帯感が深まる効果も期待できます。今後は、競技性の高いスポーツの推進等、活動の幅を広げることが

必要です。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

スポーツイベン

ト開催による普

及活動 

・スポーツ協会及びスポーツ協会各種目団体と連携し、誰もが

気軽に参加できるスポーツ大会を開催し、スポーツを楽しむ機

会の拡充に努めます。 

スポーツ振興課 

・スポーツ推進委員協議会等と連携を深め、体力や年齢を問わ

ずに手軽に取り組めるファミリースポーツやニュースポーツの

普及に努めます。 

スポーツ振興課 

・公民館支館が中心となって開催するスポーツ大会等の取組を

支援し、地域スポーツの活性化を図ります。 
スポーツ振興課 

市民が楽しめ

る ス ポ ー ツ 環

境の整備 

・市民参加型のマラソン大会を開催するほか、ランニング・

ウォーキングコースの設定や健康教室の開設等、市民が日常

的にスポーツに親しめるような環境を整備します。 

スポーツ振興課 

障 が い 者 ス

ポーツと共生 

・障がい者スポーツに対する理解を深め、障がいのある人が取

り組むスポーツを推進するとともに、障がいのある人と健常者

がスポーツを通じて触れ合う場の創出に努めます。 

スポーツ振興課 

総合福祉課 
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【２】 競技スポーツの組織強化と指導者育成 

現状と課題 

本市では、様々な競技スポーツ大会が盛んに行われ、小学生から全国大会に出場する子供たちも増え

ています。全国規模の大会で優秀な成績を収める子供たちは、幼少期から質の高い指導を受けているこ

とが多く、これは優れた指導者の存在と充実した環境が大きく影響していると考えられます。このため、子

供たちが早い時期からスポーツに親しめる環境を整えるとともに、アスリートの育成の受け皿となる団体の

体系的な組織づくりを進める必要があります。 

また、競技力の向上には、トップレベルの技術等に身近に触れられることも大切です。現在、若手選手の

育成を目的に、金栗杯玉名ハーフマラソン大会を開催していますが、これらに加え、プロのスポーツ選手や

著名な指導者を招聘し、トップアスリートを目指す子供たちとの交流イベントの開催や大学等との連携に

よるスポーツ合宿の誘致等、さらに交流機会の拡充を図る必要があります。 

 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

ス ポ ー ツ 指導

者の育成と環

境整備 

・種目スポーツ団体の組織力強化と活動を支援し、青少年を指

導できる環境を整備します。 
スポーツ振興課 

・スポーツ協会と連携し、指導者の養成や強化に向けた研修

会・講習会を開催します。 
スポーツ振興課 

・質の高いスポーツ指導者を目指す者の資格取得について支

援します。 
スポーツ振興課 

ス ポ ー ツ交流

機会の提供 

・スポーツ教室等の開設をはじめ、競技水準の高いスポーツ大

会を招致・開催し、将来有望なアスリートの発掘と育成を目指

します。 

スポーツ振興課 

・大学との連携を通じてスポーツ合宿を誘致するなど、交流機

会の創出に努めます。 
スポーツ振興課 

アスリートの支

援と顕彰 

・本市を代表して国際大会や全国大会へ出場する者に激励金

を交付します。 
スポーツ振興課 

・競技大会において優秀な成績を収めた選手や地域スポーツ

の発展に寄与した団体・個人の顕彰に努めます。 
スポーツ振興課 
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【３】 新たな部活動の在り方に向けた取組の推進 

現状と課題 

国は、生徒にとって望ましい部活動の環境を構築する観点から「学校部活動及び新たな地域クラブ活

動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、学校における教師の働き方改革を踏まえた部活

動改革を進めており、令和５年度以降、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境の構築に

本格的に着手する方針を示しました。 

中学校の運動部活動は、生徒のスポーツに親しむ機会を確保し、生徒が自主的・自発的に集い、その

楽しさ、悔しさ、達成感、感動などの体験を通して豊かな感受性を育み、教科学習とは異なる集団での活

動を通じた責任感・協調性・自主性の醸成等、人間形成の場として大きな役割を担ってきました。 

しかし、部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は法令上の義務ではなく、学校の判断によ

り実施されない場合もありますが、生徒の多様な学びの場として教育的意義が大きいことから、ほとんど

の中学校で学校教育の一環として部活動が実施されているため、多くの教師が顧問を担わざるを得ない

状況にあり、それが教師にとって大きな負担となっています。また、少子化が進展する中、学校や地域によっ

ては部活動をこれまでと同様の体制で存続させることが難しくなってきており、生徒が多様なスポーツ活

動に継続して親しむ機会を確保するためには、地域の実情に応じた新たな部活動の在り方について改革

を図る必要があります。 

本市では、国の動向や地域の実情に鑑み、令和４年度に「玉名市立中学校部活動地域移行検討委員

会」を設置し、部活動の地域移行に向けた調査検討に着手しました。また、令和５年度には中学校部活動

地域移行のコーディネーターを配置し、改革に向けた推進体制を確立するとともに、総合型地域スポーツ

クラブ23と連携し、国が勧奨する実証事業を活用して新たな部活動の仕組みづくりを進めています。 

今後は、地域スポーツクラブをはじめとする多くの関係団体と連携・協働し、指導者の発掘や受け皿の

確保はもとより、休日の運動部活動の新たな在り方に向けた総合的・計画的な運営体制を構築し、生徒

にとって最善を見据えた持続可能なスポーツ環境の整備に取り組む必要があります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

地域スポーツク

ラブと の 連 携

強化 

・中学校の部活動の改革について、関係団体及び大学等と連

携しながら地域のスポーツ活動への参加を促進します。 
スポーツ振興課 

・総合型地域スポーツクラブと連携し、休日の部活動の地域移

行に向けた意識改革を図り、受け皿となる指導者の確保及び

人材育成を推進します。また、事業結果を検証し、次年度以降

の事業拡大を含め検討します。 

スポーツ振興課 

・中学校部活動の改革に伴う受け皿の確保と小学生を含めた

ジュニアスポーツ環境の整備を進め、生涯スポーツの普及を

推進します。 

スポーツ振興課 

  

 
23 総合型地域スポーツクラブ：人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、①子

供から高齢者まで（多世代）②様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）③初心者からトップレベルまで、それぞれの

志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツ

クラブをいう。 
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基本方針 
歴史や文化を活用した活動の推進 

２－３ 

【１】 文化財の保存・活用及び歴史・文化を活用した地域づくりの促進 

現状と課題 

本市の各地域には、多種多様な文化財が数多く存在しています。これらの文化財を保存・活用するた

めの基本方針として、平成27年３月に「玉名市文化振興基本計画」を策定しました。しかしながら、策

定から年数が経過しており、さらに個別の計画を策定していく必要があります。また、国おいては、平成

31年４月に「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

が施行されるなど、文化財保護・活用が進められています。 

現在市内に存在する文化財のうち、特に重要なものを国・熊本県・市指定、国・市登録、市選択文化

財としており、令和６年３月時点で、国指定10件、熊本県指定14件、市指定83件、国登録8件、市登録

44件、市選択2件となっています。保存上必要なものについては、所有者、地域、保存団体等と連携し、

補助金の交付や業務委託を実施することで適切な維持管理や保存継承を図っています。保存上に問

題がないものについては、学校や地域の要望に応じて、授業での講話や見学、公民館での講座等、定

期的な公開に努めています。 

指定文化財の管理については、それぞれ所有者、地域、保存団体等で維持管理されているものの、

文化財によっては経年劣化や損傷がみられるため、次世代へ継承できるよう、適切に補修・修理するこ

とが重要となっています。 

また活用については、引き続き文化財の存在を広く一般市民に周知し、保護を進める機運醸成が必

要です。今後価値のある文化財で、未指定の文化財のさらなる指定も必要となっています。 

さらに踊りや伝統芸能等の無形民俗文化財については、高齢化や人口減少でその担い手が不足し

ているという課題があり、新たな解決策を講じることが必要です。 
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今後の取組 

取組 内容 担当課 

文 化 財 の 保

存・活用と次世

代への継承 

・市内の文化財を保存・活用するための基本方針である「玉名

市文化振興基本計画」及び今後策定予定の「玉名市文化財

保存活用地域計画」に基づき、各種事業を行います。 

文化課 

・各地域の文化財を適切に保存・継承していくため、所有者、地

域、保存団体等と連携し、適切な維持管理や保存継承を図り

ます。 

文化課 

・各地域の文化財について更なる調査や研究を進め、必要に

応じて新規の指定を行うなど、適切な保存、活用につなげま

す。 

文化課 

・国や熊本県の文化財保存活用大綱に基づき、本市において

も、「玉名市文化財保存活用地域計画」の策定に向け準備を

進めるとともに、必要に応じて個別の文化財保存管理計画を

策定し、管理・整備・活用に取り組みます。 

文化課 

地域文化の伝

承と人材育成 

・子供たちのふるさとに対する愛着心を高めるため、地域の歴

史や伝統文化を後世に引き継ぐ人材として育成するための事

業を進めます。 

文化課 

文化財収蔵拠

点の整備 

・旧石貫小学校跡地を改修した、玉名市文化財収蔵庫の整備

と活用を行い、文化財保護活動及び地域団体活動拠点として

利用します。 

文化課 
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【２】 文化・芸術活動の協働の推進 

現状と課題 

本市では、「音楽の都 玉名」を実現するため、市民音楽祭をはじめ、スクールバンドフェスタやロビー

コンサート等を開催し、学生や音楽家の活動の場を提供するとともに、市民が上質な音楽鑑賞や気軽

に音楽に触れる機会を提供しています。これらの催し物において、出演者や観客の増員を図る工夫をす

ることで、年齢、性別を問わず幅広く音楽に触れる機会を創出しすることが求められています。  

また、音楽を通じた文化・芸術意識の醸成及び情操教育の観点から、市内の幼・保園、小・中学校へ

アーティストバンクに登録している音楽家を派遣し、音楽を身近に体験できる「音楽アウトリーチ」事業

を展開しています。より多くのアーティストの登録を促進することで、事業の充実を図り、市民が多種多

様な音楽文化を体験できる機会を増加させることができます。 

「市民文化祭」は、文化協会加盟団体が主体となり、市民の文化・芸術活動の発表の重要な場と

なっています。しかしながら、近年の人口減少と高齢化及びライフスタイルの変化に伴い、協会も高齢化

や会員減少が著しく、今後は市民主体での運営が難しくなる恐れがあることから、協会活動に若い世

代の関心を高め、積極的な参加の機会を増加させ、加盟を促進する取組が重要となっています。 

このように、文化・芸術振興のため「玉名市民会館」の役割は大きいことから、よりよい運営のため、

工夫・改善を行いながら利用促進につながるよう取り組みます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

「音楽の都 玉

名」の普及と活

動の充実 

・「音楽の都 玉名」が浸透し認識が深まるよう、市民との共同

事業を展開し、市民会館や学校等を活用した地域に密着した

文化・芸術関係の催しを充実させ、市民の関心を高めます。 

文化課 

・音楽イベントの集客につなげるための周知を行うとともに、市

民ニーズにあったイベントの開催について検討します。 
文化課 

文化協会への

支援 

・文化協会の魅力や文化継承の重要性をアピールするととも

に、各会員の意見を聴取し、今後の組織運営に反映させる取

組を進め、加盟団体と会員の増加に努めます。 

文化課 

  



34 

【３】 博物館の機能強化と利用促進 

現状と課題 

歴史博物館こころピアは、「河・海とともに発展した玉名」をテーマとした常設展示のほか、本市の歴

史・文化に関わる資料の収集や調査・研究を行い、その成果として企画展示、催し物、体験学習等を開

催することで、多くの利用者が郷土の歴史・文化を再発見できる場となるよう努めています。しかし、現

在の常設展示は、1市3町による合併前の旧玉名市を対象としており、近年の学校教育で重視されてい

る明治期から現代期の展示もなされていないため、新たな常設展示への改修が必要となっています。

併せて、市の歴史・文化遺産を観光振興に活用し、地域活力の向上に寄与することも求められています。 

これまでも、玉名郡市内の全小学校児童を対象とした書道展開催をはじめ、学校教育と連動して、子

供たちが玉名の歴史・文化を学習し、郷土を愛する心を育む機会を提供してきましたが、今後は、上記

常設展示の改修も含め、社会教育における博物館での学習機会の更なる拡大を図る必要があります。

また、大人の知的探求心を満たす各種事業を実施するとともに、令和6年度に開設した博物館公式Xを

はじめ、SNSを活用した積極的な情報発信による認知度向上に取り組み、教育・観光両面での誘客対

策と満足度向上を図らなくてはなりません。 

博物館の収蔵機能については、これまでの調査・研究に伴う資料増加により、適正な保存・管理が困

難になりつつあります。そのため、資料収集管理規則に基づき無秩序な資料増加を防ぐとともに、旧石

貫小学校に設置した市文化財収蔵庫での資料収蔵も含め、適正な保存・管理を進めていきます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

常設展示の見

直しと改修 

・現在の本市に対応した常設展示について見直し、改修を行い

ます。 
文化課 

・学校教育と連動した常設展示へと改修することで、子供たち

の博物館での学習機会のより積極的な提供と拡大を図りま

す。 

文化課 

学芸員 24の専

門技術向上 

・研修会への参加や本市の豊富な文化資源についての調査・

研究活動を通じて、学芸員の専門技術の更なる向上を図りま

す。 

文化課 

学習機会の充

実と参加促進 

・博物館を活用した学びについて、各年代層の参加者が、自ら

学ぶ楽しさを体験できる多様な体験学習や講座等を開催する

とともに、公式SNS等を活用した情報発信による参加促進を

図ります。 

文化課 

資料管理と収

蔵 

・博物館収蔵資料について、市文化財収蔵庫も活用した適正

な保存・管理に努めます。 
文化課 

・資料収集管理規則に基づく適切な資料収集に努めます。 文化課 

市民との協働 
・博物館友の会や市民団体との協働による事業実施を推進し

ます。 
文化課 

  
 

24 学芸員：博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他これと関連する事業を行う博物館法に定められた、博物
館に置かれる専門的職員のこと。 
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基本目標３ 

学校・家庭・地域の教育力の充実により 

「生きる力」を育成する 

 

基本方針 
学校・家庭・地域の教育力の向上 

３－１ 

【１】 地域とともにある学校づくりの推進 

現状と課題 

これからの学校教育には、子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決

していくことや、様々な情報を見極めて再構成し、新たな価値につなげていくなどの資質・能力を子供た

ちに育むことが求められます。 

学習指導要領では、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と地域社会

が共有し、協働しながら「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことが示されています。 

現在本市では、全ての学校で、コミュニティ・スクール25の設置と地域学校協働活動推進員の配置が

行われています。そして、社会教育指導員のコーディネートのもと幅広く地域の意見を取り入れながら、

学校教育に対する理解の促進と信頼関係・協力体制の構築を図っています。 

また、地域学校協働活動と一体的推進を行っており、学校の課題や地域課題の解決のための取組を

進めています。その中で地域ボランティアを募り、学校に情報を提供しています。地域ボランティアの募

集は広報誌やホームページで行っており、参加者は増加傾向にあります。 

今後も、地域学校協働活動を市民にさらに広く周知し、より多くの方々に協力いただけるよう努めます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

地域とともにあ

る学校づくりの

推進 

・「地域とともにある学校」を実現するため、地域学校協働活動

推進員と地域連携担当職員の研修に加え、学校運営協議会

委員への研修を進めていきます。 

教育総務課 

コミュニティ推進課 

・学校の課題（子供たちの学びの充実等）や地域課題（地域の

文化や伝統の継承、地域の活性化）解決のため活動の充実

を図ります。 

コミュニティ推進課 

 
25 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）：学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を
反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みの
こと。 
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取組 内容 担当課 

・地域の人材を学校教育に積極的に活用するために、ボラン

ティアバンクや職場体験事業所のリストを作成し、学校に情報

提供を行います。 

コミュニティ推進課 

 

 

【２】 家庭教育力の向上 

現状と課題 

家庭は、子供たちにとって心のよりどころであり、基本的な生活習慣を身に付ける大切な場となって

います。しかし、核家族化や少子化、親の過保護・過干渉、児童虐待、育児に対する不安等、家庭を取り

巻く社会状況の変化によって、家庭教育力が低下していると指摘されています。 

本市では、子供たちが安全で健やかに成長できる環境を目指し、保護者が自ら子育ての役割と責任

を理解し、子供としっかり向き合うことが重要です。そのため、「くまもと『親の学び』プログラム」をはじ

めとする家庭教育に関する情報や学習の機会を提供し、家庭教育力の向上に取り組んでいます。 

具体的な取組としては、保護者向けの学習情報の提供や学習機会の拡充、「くまもと『親の学び』プ

ログラム」の積極的な活用による人材育成、そしてプログラムトレーナーの育成を進めており、年々成果

を上げています。 

しかし、「くまもと『親の学び』プログラム」は学校からの要望が特定の時期に集中するため調整が難

しく、市民への認知度がまだ十分でないこと、さらにプログラムトレーナーの育成が遅れていることが課

題となっています。 

また、親の学びや交流の機会を広める活動については、幼・保等、小、中や社会教育団体等を通じて

周知・啓発に努めていますが、交流の場として提供するには至っておらず、活動の拡充に向けて取組を

進めていく必要があります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

親の学びの推

進 

・保護者に対し、「くまもと『親の学び』プログラム」への参加を

呼びかけるとともに、家庭教育に関する学習情報等を提供し

ます。 

コミュニティ推進課 

・「くまもと『親の学び』プログラム」を積極的に活用するととも

に、熊本県や近隣の他自治体の事例を参考にしながら、人材

育成を図ります。 

コミュニティ推進課 

親の学びに関

す る支援と交

流促進 

・「くまもと『親の学び』プログラム」の研修会への参加を促すと

ともに、広く市民に呼びかけるための周知方法を検討し、プロ

グラムトレーナーの育成に努めます。 

コミュニティ推進課 

・基本的な親の学びや交流機会の提供を幼・保等、小、中や社

会教育団体等を通じて支援し、提供機会の拡充を図ります。 
コミュニティ推進課 
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【３】 地域の教育力の向上 

現状と課題 

全国的に人口高齢化が進む中、本市でも高齢者の割合が増加しており、高齢者教育の重要性は非

常に大きくなっています。「人生100年時代」と言われる現在、高齢者が生きがいを持って、質の高い学

びを生涯にわたって続けられる場を整え、学んだことを生かして活躍できる環境を作ることが求められ

ています。このような取組は、地域学校協働活動や放課後子供教室26等において、地域住民が参加す

る多様な学習活動や文化・芸術活動、地域交流の実現にもつながります。 

現在、現場から寄せられる様々な支援要望に対して、地域学校協働活動推進員が学校と地域の間

で調整を行っており、事業だよりの発行や、推進員を対象とした会議や研修の実施にも取り組んでいま

す。また、放課後子供教室の実施校にコーディネーターを配置し、地域内の安全管理や体験・学習の場

づくりを進めています。 

地域全体で子供を育てるためには、地域を中心に学校との連携をさらに深め、地域と学校が互いの

教育力を発揮して補完し合い、一体となって取組体制が必要です。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

五者連携によ

る取組の推進 

・五者（学校・家庭・地域・子供・行政）連携・協力のもと、認知

向上に努め、地域住民の参画を促しながら地域の実情に応じ

た取組を推進します。 

コミュニティ推進課 

地 域 と 協 力 し

た安心・安全な

放課後活動の

推進 

・地域学校協働活動推進の取組事業の一つである放課後子

供教室を通じて、子供たちが地域の中で、安心して安全に健

やかに過ごす場所の充実に努めます。 

コミュニティ推進課 

 

  

 
26 放課後子供教室：小学校の余裕教室等を活用して、地域の多様な方々の参画を得て、子供たちと共に行う学習やス
ポーツ・文化活動等の取組を支援している。具体的な活動内容は地域によって様々で、各地域で決めている。事業の主
な実施主体は玉名市となっている。 
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【４】 青少年の健全育成の推進 

現状と課題 

社会や個人の価値観の多様化により、青少年を取り巻く環境は変化しており、少年自身の規範意識

の低下やコミュニケーション能力の不足、家庭や地域の教育力の低下が課題となっています。さらにス

マートフォン等の普及によるSNSやインターネットの利用が青少年に及ぼす影響は、より複雑化、深刻化

しています。 

このようなことから、青少年が夢と希望を持ち、社会的自立に必要な能力を身に付け自己実現がで

きるように、青少年の健全育成及び非行防止に取り組んでいく必要があります。 

青少年センターでは、青少年の健全育成を目的に、補導員の資質向上や地域全体での支援体制の

強化に取り組んでいます。その一環として、玉名地区補導員研修を実施していますが、補導員の高齢化

や人材不足が大きな課題となっています。 

さらに、青少年育成を効果的に進めるため、学校や警察、近隣町の広域補導連絡協議会、生活安全

パトロール隊等、関係機関や団体との連携を強化しています。具体的には、玉名広域補導連絡協議会

や玉名市中学校生徒指導連絡協議会の総会や会議に積極的に参加し、情報共有や協力体制の構築

を図っており、地域全体で青少年を支える取組を推進しています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

青少年の非行

防止と健全育

成の推進 

・青少年センターでは、研修を充実させ、補導員の資質の向上

を図ります。 
コミュニティ推進課 

補導員研修と

資質向上の取

組 

・青少年健全育成のため、学校や警察、近隣町との広域補導

連絡協議会、生活安全パトロール隊等関係機関・団体との連

携を強化します。 

コミュニティ推進課 
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基本方針 
地域コミュニティの活性 

３－２ 

【１】 コミュニティ活動の充実 

現状と課題 

本市では、地域コミュニティの要として21の支館を設置し、地域の特性を活用した各種スポーツ大会

や文化・芸術活動が活発に行われています。これにより、住民の健康増進や伝統文化の継承、青少年

の健全育成が積極的に進められています。具体的な取組として、支館活動や支館対抗駅伝大会の支

援、また、玉名市公民館21支館を対象にした会議や研修が実施されています。しかし、現在、人手不足

が課題となっています。 

また、少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、社会環境の急激な変化が進んでおり、地域住民

同士の支え合いやつながりが希薄化しています。このため、地域コミュニティの活動や機能の低下が懸

念されています。これらの課題に対応するためには、個々の住民が主体的に地域社会に参画し、活力あ

る地域づくりを推進する気運を高めることが重要です。 

今後は、社会教育関連団体の育成・支援や、知の循環型社会の構築を目指した学習環境の整備、さ

らに地域課題の解決に向けた多様な講座や教室の開催支援を行っていく必要があります。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

支館活動への

支援 

・コミュニティ活動充実のため支館行事等が継続して運営でき

るよう支援を図ります。 
コミュニティ推進課 

・地域力の向上と住民主体の活動を推進するため、支館長会

議や研修会への参加を促すことで、地域のリーダーとしての支

館長の資質の向上を図ります。 

コミュニティ推進課 

地域貢献を支

え る 学 び の 環

境整備 

・公民館講座や生涯学習活動に参加した人たちが、学んだ知

識や技術を地域への還元に繋がるよう、学びの循環による人

材育成に努めます。 

コミュニティ推進課 

・公民館講座や生涯学習活動において、多種多様な講座を企

画し、常に新たな学習環境を整備します。 
コミュニティ推進課 

・公民館を中心に、市長部局と連携して地域の課題解決を継

続的に支援します。 
コミュニティ推進課 
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【２】 社会教育関係団体等の支援 

現状と課題 

社会教育関係団体とは、「社会教育法」第10条の規定に基づき、「公の支配に属しない団体で、社

会教育に関する事業を行うもの」とされています。本市には、社会教育活動を推進する市民団体として、

子ども会、PTA、女性の会、ボーイスカウト・ガールスカウト等、様々な団体が存在し、地域の社会教育に

関する事業を展開しています。 

これらの団体に対しては、運営費の一部補助や人的支援に加え、人材育成を目的とした研修会への

参加促進や、団体等の自主運営を支援する取組を行っています。 

しかし、近年、各種組織への加入者が減少しているという課題が見られます。また、一部の団体では、

事務局の運営を市に依存しており、自主運営が進んでいないケースもあります。社会教育団体の活動

は地域コミュニティの活性化や地域教育力の向上に貢献するため、今後も団体の自立を促進する支援

を続けていくことが重要となっています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

社会教育関係

団体等の支援 

・社会教育団体等の自主運営と活動推進のため、財政面や人

材面での支援を継続します。 
コミュニティ推進課 

・研修会等への参加を促し、資質の向上を図り、人材の育成に

努めます。 
コミュニティ推進課 

・団体等の活動継続のため、財政的支援や人的支援を通じて

活動の推進を図ります。 
コミュニティ推進課 

・引き続き、団体等の自主運営に向けて支援をしていきます。 コミュニティ推進課 
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基本目標４ 

教育政策推進のための 

基盤を整備する 
 

基本方針 
新しい教育に向けた環境の整備 

４－１ 

【１】 教職員の働き方改革の推進 

現状と課題 

社会全体の課題として、教職員の業務の多様化と負担の増加により、一人一人の児童生徒に向き合

う時間の確保が困難になりつつあるという問題が挙げられています。 

そのため、年々増加する特別な支援を必要とする児童生徒に対応するため、特別支援教育支援員や、

教員の負担軽減を目的とした教員業務支援員の配置が進められています。特別支援教育支援員は毎

年50名弱が配置されていますが、特別な支援を必要とする児童生徒の増加に対応した支援員の確保

は、財政的に厳しい状況となっています。 

また、教職員の負担軽減や長時間勤務の解消及び教育の質の向上を図るため、部活動指導員・外

部指導者の配置や留守番電話の導入、高速プリンターの設置等の取組が進められています。 

部活動の他にも、成績処理、通知票作成、出欠席の情報管理等の業務負担の軽減を図るため、令和

２年度には校務支援システムを導入し、業務改善や校務の効率化を図るとともに、令和４年度には学校

給食費の公会計化の導入、令和７年度から教育委員会、学校、保護者、地域とをつなぐ連絡システムの

導入を予定しています。紙によらない連絡手段を可能にするなど、ペーパーレス化の推進と併せて教職

員の負担軽減を行っています。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

業務負担軽減

と効率化の推

進 

・特別支援教育支援員を確保できるよう、熊本県への予算措置

等の要望をし、教育事業のスムーズな展開を図ります。 
教育総務課 

・統合型校務支援システムのより効果的な活用により、校務の

情報化や業務の負担軽減を図ります。 
教育総務課 

・教員や事務職員の業務を効率化・簡素化するため、学校徴収

金業務のシステム化を進めます。 
教育総務課 

・クラウドサービスを活用した学校・家庭・地域における連絡手

段の一元化を図り、情報共有の迅速化に努めます。 
教育総務課 
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取組 内容 担当課 

部活動指導体

制の充実 

・部活動指導員・外部指導者の配置により、教職員の負担軽減

や生徒の安全かつ効果的な活動を確保するための指導体制

の充実を図ります。 

教育総務課 

スポーツ振興課 

・文化部への指導員の配置等、部活動指導員の効果的な活用

を図るためにも、指導者の確保、組織の確立及び財源の確保

に努めます。 

教育総務課 

文化課 

 

 

【２】 教育ＤＸの推進 

現状と課題 

令和３年に文部科学省のＧＩＧＡスクール構想のもと児童生徒向け１人１台端末と高速大容量の通信

ネットワークの整備を行っています。 

しかしながら、ＩＣＴ機器をより効果的に活用し、すべての子供たちの可能性を引き出し、個別最適な

学びと協働的な学びを実現していく上で、本市を含め全国的にもＩＣＴ環境の整備の問題や教員のＩＣＴ

活用スキルの問題等、様々な課題が顕在化しています。 

そのような中、より効果的にＩＣＴ教育を推進していく上で、令和５年２月に「玉名市学校教育情報化

推進計画」を策定し、児童生徒の情報活用能力の育成、教員のＩＣＴを効果的に活用した授業改善及

び教育委員会の校務の情報化について取組を定めました。 

また、ＩＣＴ機器においては、令和5年8月にはソフトバンク株式会社と協定を結び、Pepperロボットを

使ってプログラミング体験を実施し、令和6年度からPepperロボット2台を導入し、プログラミング的思

考を育成しています。さらには、デジタル教科書（指導者版）の導入と併せてディスプレイ型電子黒板の

配備やすべての家庭において持ち帰り学習が行えるよう、Wi-Fi未設置世帯へのモバイルータの無償

での貸出やＡＩドリルを導入するなど、ＩＣＴ支援員による授業支援等と併せて総合的にＩＣＴ教育の整

備・推進を図っています。 

近年、AI（人工知能）の進展は学校教育に大きな影響を与えており、本市でもAIを活用した学習支

援システムを導入しています。これにより、生徒の進度や理解度を分析し、最適な教材を提供するととも

に、データ分析を活用した学習環境の改善や早期支援が可能となり、教員の負担軽減にも寄与してい

ます。今後もAI技術の発展に伴い、教育現場での活用がさらに広がることが期待されます。 

情報モラル教育の推進については、情報モラル教育指導カリキュラムを策定し小学校1年生から中

学校3年生までのすべての学年で児童生徒の実情に応じた計画的・継続的な指導等により、情報モラ

ルの向上を図っています。 

今後、セカンドGIGAスクールの構築に向けて、更なるＩＣＴのより効果的な活用が図られるよう、玉名

荒尾地域で統一化したタブレットPC、学習支援ソフト、授業支援ソフト、校務支援ソフトの導入を図るな

ど、教育の質の向上に向けて総合的なＩＣＴ教育の推進を図ります。 
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今後の取組 

取組 内容 担当課 

ICT環 境 整備

とプログラミン

グ教育の推進 

・児童生徒の学習情報と校務の情報化を集約・利活用し、学校

と保護者が情報を共有し、一人一人の最適な学びを提供して

いくことで、校務の効率化を図っていきます。そのことで、先生

の生徒に向き合う時間の増加と働き方改革につなげて行きま

す。 

教育総務課 

・ＩＣＴ教育の推進やAIへの対応力を高めるため、教職員の研

修の機会や教材研究の充実を図ります。 
教育総務課 

・毎日のタブレットPCの持帰り学習を実施し、併せて各家庭へ

向けて、モバイルルーターの貸し出しやWi-Fi環境整備の呼び

かけを行い、学校と家庭でのICT環境を推進します。 

教育総務課 

適切な情報活

用能力の向上 

・情報モラルの確立や情報の適切な活用等を通じて、児童生徒

の適切な情報活用能力を高めるための教育を推進します。 
教育総務課 

情 報セキュ リ

ティの強化 

・教育委員会および小中学校における情報の安全管理を目的

に、情報の収集・保管・利用・廃棄に関するルールを定めた

「玉名市教育委員会情報セキュリティポリシー」を策定し、個

人情報や機密情報の漏洩を防ぐ対策を講じることで教育現

場の情報セキュリティを強化し、安全な学習環境の提供を目

指します。 

教育総務課 
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【３】 学校規模・配置適正化の推進 

現状と課題 

全国的な少子化が本市でも顕著に見られ、学校規模も縮小化してきたことから、本市では、教育機

会の均等と教育水準の維持向上を図るため、平成２４年に「玉名市学校規模・配置適正化計画（以下

「第１次計画」という。）」を策定しました。 

「第2次 玉名市学校規模・配置適正化計画（以下「第２次計画」という。）」では、第1次計画の考え

方を基本的に踏襲しつつ、計画の実効性を高めるための見直しを行いました。「1小1中」を基本とする

中学校区を第1次基本計画から引き継ぐ一方で、地域の実態に応じて「2小1中」への段階的な再編を

進める中学校区を設定しています。 

また、望ましい学校規模基準については、第1次計画では国の標準法に基づき、小学校において1学

級の人数を40人とし、1学年2～3学級、学校全体で12～18学級を基準としていました。 

しかし、第2次計画では、1学級の人数を20～30人とし、1学年2学級以上を望ましい基準としました。

ただし、再編後に各学年で2学級以上の確保が難しい場合でも、1学級の人数が20～30人になるよう

配慮することとしました。 

第2次計画は10年間の計画としていますが、児童生徒数の推移や計画の進捗状況を見極め、概ね5

年後を目途に必要に応じて見直しを行うこととしています。 

今後、本計画により、学校規模・配置適正化を進めるとともに、引き続き、義務教育の９年間を見通し

た上で、小学校と中学校が「目指す児童・生徒像」を共有し、互いに連携・協力しながら、小中一貫した

教育に取り組んでいきます。なお、学校統合に伴い、スクールバスを運行する校区が増えることが予想さ

れることから、令和５年度に「児童の安心安全面の確保」、「児童の運動能力・体力づくり」及び「学校

間の運行格差解消」を目的に「玉名市スクールバス運行検討委員会」を設置し、新たな統合校の運行

基準として、原則として登校班の集合場所から学校までの通学路の距離が概ね３キロメートル以上と定

め、今後、その基準を適用していきます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

学 校 規 模 ・ 配

置適正化の推

進 

・本計画期間内に対応を検討する校区については、毎年、学校

運営協議会等に対し学校規模適正化に関する説明会を開催

し、併せて広報たまなを通じて周知を図ります。 

教育総務課 

・学校統合の時期に応じて保護者、地域への説明等を行い、丁

寧に進めていきます。 
教育総務課 

・令和９年頃を目途に必要に応じて「第２次学校規模・適正化

基本計画」の見直しを行います。 
教育総務課 

・閉校した小学校の跡地活用については、学校づくり委員会で

活用方法を検討していきます。公的・公共的活用が見込まれ

ない場合は、公募による民間事業者への有償譲渡や企業誘

致等を行い、跡地の有効活用を進めていきます。 

教育総務課 
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参考     第２次 玉名市学校規模・配置適正化基本計画 （一部抜粋） 

１  基本的な考え方に基づき学校規模・配置適正化を推進します。 

（１） 「子供のための教育環境整備」の観点を第一に 

より良い教育環境を等しく提供すること、より望ましい学習集団の中で教育活動が行われることを

第一に「切磋琢磨できる教育環境」の実現を目指します。 

（２） 学校の適正規模の考え 

１学級の人数 １学年の学級数 学校の学級数 

２０人～３０人 ２学級以上 １２学級以上 

※ 統合後に「各学年２学級以上」の見込めない場合においても「学級２０人～３０人」の確保は必要と考

えます。 

（３） 全市的な視野に立ち、適切な優先順位に基づく学校規模適正化の推進 

玉名市を６つのゾーンに分けた中学校区単位で推進を図り、 優先度の基準として、小規模校(１

２学級未満)、特に過少規模校(複式学級を有する学校)など、特に学校運営上改善の必要度の高

い学校から取り組みます。 

また、１小１中での校区形成（玉名中学校を除く）は、地域の実情に応じて段階的に行うものの、 

有明中学校区、岱明中学校区は、当面の間、２小１中での運営を目指します。 

なお、八嘉小、伊倉小等の老朽化が進む校舎等の施設整備については、計画的、効率的に進め

ていきます。 

（４） 地域の実情を踏まえた学校の適正配置の推進 

学校再編による「コミュニティの拡大」という考えで進めていき、合併前の旧3町については、学校

を取り巻く社会的、歴史的な背景に留意し、「地域アイデンティティ（郷土意識）」を尊重した推進を

図ります。 

（５） 子供たちの通学要件、地域性への配慮 

通学時間等、子供たちの心身に与える影響や、地域の特性等には可能な限り配慮し、子供の心

身の発達、「運動能力・体力づくり」の観点から、スクールバス等の導入にあたっては、通学距離・通

学時間等について十分に検討します。 

（６） 地域と学校の連携・協働の一層の推進 

「小中一貫した教育」を一層推進し、「地域の教育力」の活用、コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度）の充実など地域学校協働活動を推進します。 
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２  再編計画 

（１）  計画期間 

令和4年度から令和13年度までの10年間とし、おおむね5年を目途に、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

（２）  学校再編の検討の時期 

優先度の区分 中学校区名 

早急な対応を必要とする校区 

有明中学校区   

（大浜小学校・豊水小学校） 【令和7年4月統合】 

天水中学校区   

（玉水小学校・小天小学校）【令和9年4月統合】 

本計画期間内に対応を検討

する校区 

岱明中学校区（鍋小学校・高道小学校） 

玉名中学校区（滑石小学校） 

玉南中学校区（八嘉小学校・伊倉小学校） 

本計画期間内では児童数の

推移を見守る校区 

有明中学校区（横島小学校） 

岱明中学校区（大野小学校・睦合小学校） 

本計画期間内では対応を必

要としない校区 

玉名中学校区（玉名町小学校・築山小学校） 

玉陵中学校区（玉陵小学校） 

※第2次計画における中学校校区ごとの学校再編計画
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基本方針 
教育環境と教育施設の整備 

４－２ 

【１】 安心・安全な学校づくりの推進 

現状と課題 

近年、自然災害や児童生徒の事件・事故が相次いでいることを受け、学校の防災教育や防災体制

の強化、交通安全・防犯教育の充実が急務となっています。特に、児童生徒が災害時に自らの命を守り、

主体的に行動できる態度を育成するために、「危険発生時対処要領（危機管理マニュアル）」の作成

が必要です。現在、地震・津波・火災を想定した避難訓練や保護者への引き渡し訓練は行われていま

すが、地域との連携が課題となっています。 

交通安全教育では、地域住民や警察・交通安全協会との連携による「交通安全教室」を実施し、登

下校時の見守りボランティアも進んでいます。学校施設の環境改善については、樹木の剪定、伐採や校

内除草作業のシルバー人材センター委託等を行っており、必要とされる環境整備が行われています。さ

らに、熱中症防止のために全小中学校に空調が導入され、安全な学習環境が整備されています。 

一方、学校施設の老朽化が進行しており、特に昭和40年代後半から昭和60年代に建設された施設

が多く、維持管理費用の増加が懸念されています。市は「玉名市学校施設長寿命化計画」を策定し、維

持管理と施設の更新を進めていますが、財源確保が大きな課題となっています。今後は、良質な教育環

境を維持し、適正な施設数を確保するために、中長期的な施設管理が求められます。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

防災 ・安全 教

育の充実 

・学校防災マニュアルに基づいた避難訓練等や実態に即した

「実践的なマニュアル」を作成し、災害への備えを強化します。 
教育総務課 

・児童生徒が交通事故や消費者犯罪等に巻き込まれないよう、

危機回避能力の育成に取り組むとともに、自らが加害者とな

らないための交通安全教育や防犯教育に取り組みます。 

教育総務課 

・小学校の総合的な学習の時間に身近な自然災害について学

び、災害への備えや、自分たちにできることを考える学習に取

り組みます。 

教育総務課 

地域との連携

による安全対

策 

・交通事故から児童生徒を守るための取組として、地域住民に

よる登下校時の見守り活動を促進し、学校と連携しながら、児

童生徒の安心・安全に取り組みます。 

教育総務課 

コミュニティ推進課 

学校施設の維

持管理と改善 

・学校施設改修については、「玉名市学校施設長寿命化計画」

に基づき、学校施設の適正な維持管理に努めます。 
教育総務課 

・「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、LED照明への切り

替えを「玉名市学校施設長寿命化計画」に基づき進めます。 
教育総務課 

・障がいのある児童生徒が安全で快適に学校生活を送ること

ができるよう、学校施設のバリアフリー化やユニバーサルデザ

インの視点に基づく整備・改善に努めます。 

教育総務課 
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取組 内容 担当課 

・児童生徒の学習の場であるとともに、災害時には避難所とし

て活用される学校体育館等について、断熱性を確保した上で

空調の設置を検討します。 

教育総務課 

防災安全課 

 

【２】 コミュニティ活動拠点の整備 

現状と課題 

生涯学習の拠点である市内の公民館（中央、岱明、横島、天水）では、利用者が安心・安全に施設を

利用できるよう、定期的な保守点検や施設の整備・修繕を行い、適切に管理しています。 

その中でも、岱明町公民館は老朽化が著しく、耐震安全性が確保されていなかったため、令和4年度

に防災拠点となる新たな岱明防災コミュニティセンターを建設しました。また、中央公民館と市民図書

館が複合施設として機能する文化センターは、築43年を迎え、今後の大規模改修が必要な時期に差し

掛かっており、計画的な建て替え等の検討を行っています。 

市内には211箇所の自治公民館があり、これらは地域住民にとって身近な交流の場であり、生涯学

習の拠点として重要な役割を果たしています。しかし、老朽化した建物が多いため、市では自治公民館

の新築、増築、改築、修繕等の経費を補助し、地域活動を活性化するための環境整備を進めています。 

令和5年度には、補助金交付により3件の修繕を実施しました。このように、施設の整備と地域活動の

促進を両立させ、地域の学習・交流の拠点として機能する施設の充実を図っています。 

 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

コミュニティ活

動拠点の整備 

・老朽化した施設の修繕や、備品の入替えを行うなど、維持管

理を継続的に推進し、住民が安心・安全に利用できる環境を

整えます。 

コミュニティ推進課 

・地域づくりや人づくりに大きな効果が見込まれる自治公民館

施設の整備等の補助を推進します。 
コミュニティ推進課 
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【３】 スポーツ施設の整備と利用促進 

現状と課題 

スポーツ施設の充実は、スポーツの振興だけでなく、市民の健康増進や生きがいづくり、地域コミュニ

ティの活性化にもつながります。そのため、市民の誰もが安心・安全に気軽に利用できるスポーツ施設

の環境整備が必要です。 

本市では、スポーツ振興のための基盤整備として「玉名市公共施設長期整備計画」に基づき社会体

育施設の改修を進めています。近年では総合体育館・天水体育館の中規模改修を終えたほか、現在は

各施設の照明のLED化を進めています。今後は弓道場や勤労者体育センターの大規模改修を予定し

ているなど、引き続き施設の機能回復や長寿命化に向けた対応が必要です。また、施設の管理面にお

いては、市内15の社会体育施設（桃田運動公園内の社会体育施設を除く）に指定管理者制度を導入

し、専門性を活用した管理・運営を行っています。施設の活性化を図る上では指定管理者の強みを最

大限に発揮し、快適な施設環境を整えるとともに、誰もが気軽に体験できる自主事業の実施等、市民に

とって魅力を感じる取組が必要となります。 

本市のスポーツ施設の利用者は過去最も多かった平成３０年度の年間延べ５０万人以降、令和２年

度のコロナ禍により一旦は減少したものの再び増加傾向にあります。特に学校施設の開放に伴う小中

学校体育施設の利用件数は、令和5年度には年間7,300件に達するなど過去１０年の間で最も多い

利用件数となりました。このように各施設の利用が増加傾向にある一方で、多くの施設では老朽化が

進んでおり、安全面を確保し、スポーツ施設としての機能を維持するためには、計画的な修繕や改修が

必要です。そのため、定期的に全施設の巡回点検を行い、施設の劣化具合や緊急度の高い修繕箇所

の把握に努める必要があります。 

また、高齢者や障がいのある人等への配慮や利便性の向上等、全ての利用者にとって魅力的な施設

環境の整備を進めるとともに、市民からの要望が多いサッカー場兼ラグビー場等スポーツ施設の新設

について引き続き検討が必要です。 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

ス ポ ー ツ 施 設

の整備と利用

促進 

・老朽化が著しいスポーツ施設について、定期点検を行うととも

に計画的な改修整備に努めます。 
スポーツ振興課 

・施設環境に対する市民ニーズの把握に努め、施設のバリアフ

リー化やユニバーサルデザインの導入を進めます。 
スポーツ振興課 

・サッカー場兼ラグビー場の整備について検討・協議を進めま

す。 
スポーツ振興課 

・指定管理者による自主事業の充実と、より効果的・効率的な

運営に努め、スポーツ施設の利用促進を図ります。 
スポーツ振興課 

・学校体育施設開放事業の円滑な運用を進め、学校施設の有

効活用と利用促進を図ります。 
スポーツ振興課 

・公共施設等予約システムの利用促進を図り、利用者に分かり

やすい運用に努めるとともに、システム予約を可能とする対象

施設の拡充を進めます。 

スポーツ振興課 
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【４】 文化財保存・活用施設の整備と活用 

現状と課題 

文化財を保存する場合、草刈り、清掃、見廻りといった通常の維持管理に加え、技術や技能等の保存

や継承が求められます。また、破損や老朽化に伴う修理や修復、経年劣化や気象条件等の影響による

破損等から、文化財を守るための公有化や施設整備（以下「保存整備」という。）が必要となる場合が

あります。特に屋外に存在する文化財（主に史跡や建造物）にその傾向が強く、本市としても、これまで

可能な限りこれらの保存整備を行ってきましたが、その実施に際しては、多くの費用や労力と調査や工

法検討を含む長期にわたる事業期間を要するため、未着手のものが複数存在しています。また、文化財

を観光資源として積極的に活用するためには、道路、駐車場等のインフラ整備が必要ですが、これらも

不十分であり、積極的な活用を図る上での課題となっています。 

旧石貫小学校校舎を改修して整備した玉名市文化財収蔵庫については、令和7年度から発掘調査で

出土した遺物等の整理・修復・保管施設として運用します。また地域へ開放するなど、文化財保護施設

及び地域活動の拠点として活用していきます。 

 

今後の取組 

取組 内容 担当課 

文 化財保存 ・

活用施設の整

備 

・「玉名市文化振興基本計画」に基づき、緊急性の高いものか

ら順に、個別の保存管理計画を策定の上、保存整備を進めて

いきます。あわせて、文化財の観光資源としての活用に必要な

インフラ整備についても、関係課と連携し進めていきます。 

文化課 

・埋蔵文化財発掘調査で出土した遺物等について、文化財収

蔵庫での集約・管理等の適正化に努めます。 
文化課 
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第５章 計画推進体制 

１ 計画の周知及び市民の意見等の把握 

（１）計画の周知 

本計画に掲げる基本目標や具体的施策について、市民に広く周知するため、広報誌やウェブサイト、

SNS等多様な手段を活用し、教育への関心を高める取組を行います。これにより、市民の理解と協力を

促進し、計画の実現に向けた基盤を整備します。 

（２）市民の意見等の把握 

計画の実効性を高めるため、市民の意見や要望を把握します。必要に応じて、アンケート調査やヒア

リングを通じて多様な声を収集します。これらの取組を通じて、計画に市民の視点を反映し、地域全体

でより良い教育体制を築くとともに、意識の向上を図ります。 

（３）子供の意見聴取 

こども基本法第11条の趣旨を踏まえ、こども施策の策定や施策の評価においては、子供や保護者等

の意見を反映させるために必要な措置を講じます。令和6年度に開催した「玉名市U18・まなびの議会」

では、参加した中学生や高校生が地域や未来について自由に意見を表明し、社会の一員としての自覚

やまちづくりへの参画意識を育む機会となっています。このような意見聴取の場やアンケート調査等を

通じて、今後も様々な方法で子供たちの意見を施策等に反映していきます。 

 

２ 計画の評価・点検の実施 

本市では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）」第27条の規

定により、平成25年度に教育委員会外部評価委員会を立ち上げ、教育委員会の活動の報告や評価を

行っています。 

本計画の実現に向けて、自己点検のみならず、教育委員会外部評価委員の評価結果を公表すると

ともに、総合教育会議において、市長と教育委員会が内容の共有を図ります。また、事業の見直しを行

い、次年度の事業設定につなげ、本計画の確実な推進と実現に努めます。 

 

３ 市民、関係団体、NPO、企業及び国・熊本県等との協力・連携の推進 

本計画の推進にあたっては、学校・家庭・地域・子供・行政の五者連携が必要であることから、それぞ

れの役割を認識した上で、市民、関係団体、NPO 及び企業等の関係機関と連携を図りながら進めてい

きます。 

また、国・熊本県の教育施策を勘案するとともに、社会的変化を常に把握しながら本市の教育行政を

推進します。 
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第６章 関連指標 
 

No 
基本

目標 
指     標 現状値 

１ 

１ 

学
校
教
育
の
充
実
を
図
り
�
子
供
た
ち
の 

 
 

�
生
き
る
力
�
を
育
成
す
る 

 

全国学力・学習状況調査平均正答率 

小学校 国語 
71.0 

(県平均 67.0） 

２ 小学校 算数 
62.0 

(県平均 62.0） 

３ 中学校 国語 
56.0 

(県平均 57.0） 

４ 中学校 算数 
45.0 

(県平均 50.0） 

５ 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査平均得

点 

（県平均を上回る実技数） 

小学５年生 男子 
６実技 

(８実技中） 

６ 小学５年生 女子 
６実技 

(８実技中） 

７ 中学２年生 男子 
９実技 

(９実技中） 

８ 中学２年生 女子 
７実技 

ｖ(９実技中） 

９ 学校給食での地場産物使用割合（％） 56.5 

10 
アンケート調査でいじめられたことがあると答えた児童生徒のう

ち、いじめを相談した児童生徒の割合 
70.1 

11 中学３年生の英語検定３級以上取得率（％） 34.2  

12 

２ 

生
涯
に
わ
た
�
て
学
び
続
け
る 

環
境
を
整
備
す
る 

公民館利用件数（件） 7,708 

13 公民館主催講座受講者満足度（％） ー 

14 小中学校図書館における図書標準冊数達成校の割合（％） 80.9  

15 図書館（４館）貸出冊数（冊） 322,075 

16 

 

玉名市民図書館 貸出冊数 207,438 

17 岱明図書館  貸出冊数 47,019 

18 横島図書館  貸出冊数 54,949 

19 天水図書館  貸出冊数 12,669 
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各年目標値 
担当課 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

県平均を上回る 教育総務課 

県平均を上回る 教育総務課 

県平均を上回る 教育総務課 

県平均を上回る 教育総務課 

８実技中４実技以上 教育総務課 

８実技中４実技以上 教育総務課 

９実技中５実技以上 教育総務課 

９実技中５実技以上 教育総務課 

57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 教育総務課 

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 教育総務課 

35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 教育総務課 

7,800 7,850 7,900 7,950 8,000 コミュニティ推進課 

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 コミュニティ推進課 

85.0 90.0 95.0 95.0 100.0 コミュニティ推進課 

328,000 331,100 334,200 337,300 340,400 コミュニティ推進課 

211,500 213,600 215,700 217,800 219,900 コミュニティ推進課 

47,800 48,200 48,600 49,000 49,400 コミュニティ推進課 

55,900 56,400 56,900 57,400 57,900 コミュニティ推進課 

12,800 12,900 13,000 13,100 13,200 コミュニティ推進課 

  



54 

No 
基本 

目標 
指     標 現状値 

20 

２ 

生
涯
に
わ
た
�
て
学
び
続
け
る 

環
境
を
整
備
す
る 

人口一人当たり図書の貸出冊数（玉名市図書館） 5.0 

21 利用者 1 回当たり図書の貸出冊数（玉名市図書館） 3.75 

22 文化協会所属会員数（人） 746 

23 音楽イベント参加者数（市民音楽祭を除く）（人） 1,492 

24 市民音楽祭入場者数（人） 667 

25 博物館来館者数（人） 3,991 

26 全国大会等出場激励金交付者数 134 

27 休日の中学校部活動地域移行の割合（％） 80.0 

28 

３ 

学
校
・
家
庭
・
地
域
の

教
育
力
の
充
実
に
よ
り 

�
生
き
る
力
�
を
育
成
す
る 

支館事業参加人数割合（％） 18.0  

29 支館長研修会参加者割合（％） 58.7 

30 

４ 

教
育
政
策
推
進
の
た
め
の 

基
盤
を
整
備
す
る 

スポーツ施設の年間利用者数（人） 319,651 

31 電子黒板の使用頻度（％） 計測中 

32 小学校でのＡＩドリルの活用時間（％） 計測中 

33 中学校でのＡＩドリルの活用時間（％） 計測中 

34 
時間外在校等時間が月 45 時間以内の教職員の

割合（％） 

小学校 73.7 

35 中学校 58.6 
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各年目標値 
担当課 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 コミュニティ推進課 

3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 コミュニティ推進課 

910 920 930 940 950 文化課 

2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 文化課 

800 800 800 800 800 文化課 

4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 文化課 

200 200 200 200 200 スポーツ振興課 

85.0 90.0 95.0 100 100 スポーツ振興課 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 コミュニティ推進課 

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 コミュニティ推進課 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 スポーツ振興課 

65.0 70.0 75.0 75.0 75.0 教育総務課 

50.0 70.0 70.0 70.0 70.0 教育総務課 

50.0 75.0 75.0 75.0 75.0 教育総務課 

75.0 75.0 80.0 80.0 85.0 教育総務課 

60.0 60.0 65.0 65.0 70.0 教育総務課 
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資料編 

１ 本市の教育に関する現状 

（１）人口（３区分）、０～17歳の子供の推移 

人口（３区分）の推移をみると、10年間で年少人口（０～14歳）は998人、生産年齢人口（15～64

歳）は4,870人減少しており、年々減少がみられます。老年人口（65歳以上）は令和３年まで増加して

おりましたが、令和４年に若干減少しています。総人口を増減率でみると、平成26年から令和６年で

7.3％減少しています。 

０～17歳の推移をみると、減少傾向が続いており、令和６年では9,154人と、平成26年と比較して

1,619人減少しています。内訳を増減率でみると、平成26年から令和６年で０～５歳で23.4％減、６～

11歳で8.2％減、12～17歳で14.1％減となっており、特に０～５歳での減少が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月末時点） 

 

  

3,272 3,269 3,273 3,231 3,146 3,089 3,005 2,896 2,757 2,647 2,505

3,515 3,522 3,473 3,426 3,427 3,421 3,384 3,366 3,349 3,316 3,227

3,986 3,859 3,790 3,728 3,664 3,562 3,529 3,515 3,468 3,417 3,422

10,773 10,650 10,536 10,385 10,237 10,072 9,918 9,777 9,574 9,380 9,154

0

3,000

6,000

9,000

12,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０～５歳 ６～11歳 12～17歳

8,638 8,477 8,406 8,331 8,237 8,261 8,136 8,012 7,851 7,640 7,412

38,425 37,301 36,752 36,187 35,499 35,879 35,167 34,420 33,864 33,555 33,852

20,551 20,826 21,219 21,512 21,753 22,067 22,265 22,473 22,459 22,428 21,444

67,614 66,604 66,377 66,030 65,489 66,207 65,568 64,905 64,174 63,623 62,708

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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（２）保育所等入所数の推移 

本市の保育所及び幼稚園児数は、令和２年度以降減少が続いており、令和５年度では2,249人と、

令和元年度と比較して171人減少しています。内訳をみると、認可保育所は減少傾向、認定こども園は

増加傾向となっています。 

 

 

資料：子育て支援課（各年度４月時点） 

資料：学校基本調査 

 

1,549 1,569 1,588 1,537 1,533 1,480

170 172 214 200 186
38

625 619 608 606 563
693

10 13 10 8 35 38

2,354 2,373 2,420 2,351 2,317 2,249

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

認可保育所 幼稚園 認定こども園 認可外保育所
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（３）学年別小学生数の推移 

本市の小学生数は、平成28年度以降減少が続いており、令和５年度では3,281人と、平成26年度

と比較して244人減少しています。増減率でみると、平成26年度から令和５年度で6.9％減少していま

す。 

 

 

資料：学校基本調査 

 

（４）学年別中学生数の推移 

本市の中学生数は、平成26年度以降減少が続いており、令和５年度では1,782人と、平成26年度

と比較して270人減少しています。増減率でみると、平成26年度から令和５年度で13.2％減少してい

ます。 

 

資料：学校基本調査 

 

  

591 565 559 589 537 554 560 542 540 534

569 591 572 558 586 537 551 557 544 541

584 568 589 570 559 591 543 554 555 549

601 581 577 590 570 558 590 545 555 554

576 601 586 579 587 570 559 584 546 558

604 570 604 588 580 587 571 555 586 545

3,525 3,476 3,487 3,474 3,419 3,397 3,374 3,337 3,326 3,281

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

668 637 600 631 609 604 628 598 578 606

702 670 637 606 630 610 603 626 601 576

682 703 670 637 605 626 610 602 629 600

2,052 2,010
1,907 1,874 1,844 1,840 1,841 1,826 1,808 1,782

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

１学年 ２学年 ３学年
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（５）全国学力・学習状況調査の結果 

全国学力・学習状況調査の結果をみると、小学６年生では、令和６年度の算数を除く項目で、国や熊本

県より高い割合で推移していますが、中学3年生では、国語・数学ともに国や熊本県を下回る結果となっ

ています。 

 

■小学６年生（平均正答率） 

国語      算数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中学３年生（平均正答率） 

国語      数学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため未実施 

※上記の本市のデータは玉名市立の小中学校の平均値 

令和

元年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

玉名市 67.0 73.0 65.0 65.0 62.0

熊本県 66.0 70.0 62.0 61.0 62.0

全国 66.6 70.2 63.2 62.5 63.4

40

50

60

70

80

（％）

令和

元年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

玉名市 70.0 69.0 68.0 73.0 71.0

熊本県 65.0 66.0 65.0 67.0 67.0

全国 63.8 64.7 65.6 67.2 67.7

40

50

60

70

80

（％）

令和

元年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

玉名市 69.0 61.0 68.0 68.0 56.0

熊本県 72.0 64.0 68.0 69.0 57.0

全国 72.8 64.6 69.0 69.8 58.1

40

50

60

70

80

（％）

令和

元年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

玉名市 53.0 51.0 47.0 46.0 45.0

熊本県 58.0 55.0 49.0 48.0 50.0

全国 59.8 57.2 51.4 51.0 52.5

40

50

60

70

80

（％）
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（６）文化協会加盟団体数 

文化協会加盟団体数の推移をみると、会員数は令和元年度以降減少しており、平成26年度と令和

５年度を比較すると、420人減少しています。増減率でみると、平成26年度から令和５年度で36.0％

減少しています。団体数も令和元年度以降減少していましたが、令和５年度には60団体と増加し、徐々

に回復してきています。 

■令和５年度の団体内訳    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：玉名市教育要覧（令和５年度） 

（７）図書館の年間貸出冊数の推移 

令和３年度から電子図書館の貸出が開始されました。図書の貸出数は、平成26年度と令和5年度を

比較すると、2万3千冊減少しています。人口の減少に伴い読書人口の減少も見られますが、今後読書

習慣を定着させる取組が重要となっています。 

 

資料：玉名市教育要覧 

※玉名市天水図書館は、平成 30 年度に天水公民館内に新設 
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玉名市民図書館 玉名市岱明図書館 玉名市横島図書館 玉名市天水図書館 電子図書館

部門 団体 会員数 

文芸 9 85 

美術 5 141 

園芸 3 37 

伝統 8 127 

日舞 9 49 

コーラス 4 81 

音楽 6 58 

ダンス 16 168 

合計 60 746 
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（８）体育施設利用状況の推移 

体育施設の利用状況の推移をみると、最も利用が多かった平成３０年度以降、令和２年度にはコロ

ナ禍により大幅に利用が減少しました。その後、ピーク時の数値には戻っていないまでも確実に増加を

続けています。本来ならば少子化や人口減少に伴い衰微した数値を示すところ、それに相反する数値で

あり、スポーツへの関心度の高さがうかがえます。 

■年間利用人数 

 

 

 

 

 

 

 

■年間利用件数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：玉名市教育要覧 

（９）小中学校体育館利用状況の推移 

小中学校体育館利用状況の推移をみると、新型コロナウイルス感染症が流行した令和２～３年度は

約3,000件と大幅に利用が落ち込みましたが、令和４年度以降は急激に増加し、令和５年度には過去

10年の間で最も多い7,382件となっています。コロナ禍以前にも増して利用が増加した要因としては、

令和４年度に導入した公共施設等予約システムにより学校体育施設の利用申請が容易になったこと

が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：玉名市教育要覧 
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（10）子ども会会員・PTA 会員数の推移 

子ども会会員数の推移をみると、会員数は平成26年度以降減少しており、平成26年度の2,302人

から令和５年度の837人と1,022人減少しています。増減率でみると、平成26年度から令和５年度で

47.5％減少しています。 

PTA 会員数の推移をみると、会員数は平成26年度以降、ゆるやかに減少しており、平成26年度の

4,650人から令和５年度の4,162人と488人減少しています。増減率でみると、平成26年度から令和

５年度で10.5％減少しています。 

 

■子ども会会員数及び子ども会数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＰＴＡ会員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：玉名市教育要覧 

 

 

4,650 4,613 4,482 4,460 4,348 4,291 4,252 4,244 4,232 4,162

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

2,302
2,096 1,956 1,935 1,960 1,886 1,761 1,583

1,361 1,280

50 49 49 49 48 48 47
44

39 39

0

20

40

60

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(団体)（人）

子ども会会員数（人） 子ども会数（団体）


